
津市上下水道事業公告第３号 

津市上下水道管理局が執行する建設工事等に係る事後審査型条件付一般競争

入札（以下「事後審査型入札」といいます。）に関する必要な事項について、

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び津市

契約規則（平成１８年津市規則第４０号）第４条の規定により、公告します。 

なお、この公告は事後審査型入札を執行するに当たっての共通事項を示すも

のであり、個々の入札に付する事項及び入札参加資格等については、別に公告

します。 

  令和６年４月１日 

 

津市上下水道事業管理者 松 下 浩 己   

 

別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



事後審査型条件付一般競争入札共通事項 

 

１ 入札参加者に必要な資格要件 

津市上下水道管理局が執行する建設工事等に係る事後審査型条件付一般競

争入札（以下「事後審査型入札」といいます。）に参加できる建設業者等は、

次に掲げる要件を備えている者でなければなりません。 

⑴ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に

該当しないこと。 

⑵ 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第１項の許可（建設コン

サルタント等にあっては、それぞれの業務に関し法令の定めるところによ

る登録）及び同法第２７条の２３第１項に規定する経営事項審査（建設コ

ンサルタント等にあっては、上下水道事業管理者が別に定める審査）を受

けており、かつ、その審査の基準日の前日までに営業年数が１年以上ある

こと。 

⑶ 津市競争入札参加資格者名簿に登載されていること。 

⑷ 当該対象工事等の業種に応じた技術者を有していること。 

⑸ 個別の案件ごとの公告（以下「個別公告」といいます。）から入札時ま

での期間において、津市から指名停止等を受けていないこと。 

⑹ 手形交換所により取引停止処分を受ける等経営状態が著しく不健全でな

いこと。 

⑺ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始を申し 

立てた者若しくは決定を受けた者（津市から再認定を受けた者を除きます。） 

又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始を申 

し立てた者若しくは決定を受けた者（津市から再認定を受けた者を除きま 

す。）でないこと。 

⑻ 建設業法その他の法令、規則等に違反していないこと。 

⑼ 個別公告において示す参加資格要件を満たしていること。 

⑽ その他上下水道事業管理者が事後審査型入札に係る参加業者として不適

当であると認める者でないこと。 

２ 設計書及び設計図書の閲覧等 

建設工事等に係る設計書及び設計図書については、個別公告で示す期間、

上下水道管理局上下水道管理課等において閲覧に供します。 

３ 入札参加方法等 



 ⑴ 入札参加者は、設計図書等（設計図書、図面、仕様書、関係書類及び現

場等）を熟覧の上、入札しなければなりません。この場合において設計図

書等に関する質問がある場合は、個別公告において示す参加資格要件を有

する者に限って、期限日までに書面のみにより申し出ることができます。

質問に対する回答は、津市ホームページに掲載するものとします。 

⑵ 事後審査型入札においては、入札参加のために事前に申請手続を行うこ

とを要せず、この共通事項及び個別公告において示す参加に係る資格要件

を満たす者は、当該公告において示す入札書提出期限までに入札書を提出

することにより入札参加できるものとします。 

 ⑶ 入札方法は郵便による入札とし、入札書及び積算内訳書（指定様式に限

ります。）を指定された封筒に封入の上、一般書留又は簡易書留のいずれ

かの方法で郵送するものとし、上下水道管理課への持参は認めません。 

⑷ 封筒は、上下水道管理局が配布する郵便入札専用の指定封筒等を使用す

ること。 

⑸ 個別公告で示した入札書提出期限までに日本郵便株式会社津中央郵便局

（以下「津中央郵便局」といいます。）必着とします。ただし、津中央郵

便局が、入札書提出期限日の午後５時からゆうゆう窓口営業終了時刻まで

（入札書提出期限日が国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８

号）に規定する休日に当たる場合は、ゆうゆう窓口営業時間）のいずれか

の時間帯に窓口業務を休止した場合に限り、個別公告で示した入札書提出

期限の翌日までに津中央郵便局に到着したものを有効とします。 

⑹ 宛先 

〒５１４－８７９９ 

日本郵便株式会社津中央郵便局留 

津市上下水道管理局 上下水道管理課 宛 

⑺ 入札回数は、１回とします。 

４ 入札書 

 ⑴ 指定様式の入札書に、入札日（開札日）、入札者の住所（所在地）・商

号（名称）・代表者氏名・印（入札参加資格審査申請時に提出した使用印

鑑届に押印された印）、入札金額、工事名、工事場所及び落札可能件数を

鮮明に表示すること。また、入札金額はアラビア数字で、文字は楷書で記

載すること。 

 ⑵ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分



の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があると

きは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入

札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額

を入札書に記載すること。 

 ⑶ 入札書は、指定した封筒等に入れ、開札日時、件名、差出人名を記入の

上、３箇所の封印をすること。 

５ 積算内訳書 

⑴ 入札書の入札金額に対応した積算内訳書を必ず提出すること。 

⑵ 積算内訳書の合計金額は、必ず入札書の入札金額と同額とすること。 

⑶ 積算内訳書は、入札書を提出（郵送）する際に必ず同封すること。 

⑷ 積算内訳書の審査を行った結果、不明な点があるときは、さらに詳しい

積算明細書等の資料提出及び積算根拠の説明を求めることがあります。 

６ 開札の立会い 

開札の立会人を、入札参加者の中から選定します。ただし、選定された立 

会人が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員に立ち会わせ、開札 

することができます。 

７ 開札及び落札候補者の決定 

⑴ 開札は、個別公告において示す日時及び場所において行うものとします。 

⑵ 開札の結果、予定価格の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札

した者のうち、最低価格で入札した者を落札候補者とし、当該落札候補者

の入札参加資格の審査のため落札決定を保留し、開札を終了するものとし

ます。 

⑶ ⑵の落札候補者となるべき者が複数ある場合は、開札立会人によるくじ

引きにより、当該複数入札者の落札候補順位を決定します。 

８ 無効の入札 

  次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とします。 

⑴ 競争入札に参加する資格のない者が入札をしたとき。 

⑵ 入札者が同一事項の入札に対し２以上の入札をしたとき。 

⑶ 入札者又はその代理人が他人の入札の代理をしたとき。 

⑷ 入札に際して連合等の不正行為があったとき。 

⑸ 入札者の記名押印のないとき。 

⑹ 入札金額を訂正しているとき。 



⑺ 入札書の日付がない又は個別公告の日から開札日までの期間内の日付と

なっていないとき。 

⑻ 入札書の記載事項が確認できないとき。 

⑼ 入札書に指定された事項が記載されていないとき。 

⑽ 入札保証金の納付がないとき、又は額が不足するとき。 

 ⑾ 開札前において入札参加資格要件を満たさないことが明らかな者が入札

をしたとき。 

 ⑿ 指定された郵送方法以外の方法で入札書を郵送したとき。 

 ⒀ 入札書が提出期限を過ぎて到着したとき。 

 ⒁ 上下水道管理局が配布する郵便入札専用の指定封筒等以外の封筒で入札

書を郵送したとき。 

⒂ 指定封筒等に指定された事項が記載されていないとき。 

 ⒃ 指定封筒等に記載された件名と同封された入札書の件名が異なるとき。 

⒄ 積算内訳書が同封されていないとき。 

⒅ 入札書に記載された金額と積算内訳書に記載された金額が異なるとき。 

 ⒆ 落札候補者となった件数が落札可能件数に達した以後に当該落札候補者

が入札をしたとき。 

 ⒇ 開札後に入札参加資格の審査を行った結果、入札参加資格要件を満たさ

ないことが分かったとき。 

 (21) 意思表示が民法上無効とされる入札をしたとき。 

 (22) その他あらかじめ指示した事項に違反したとき。 

９ 落札可能件数の変更 

  入札書投函以降、落札可能件数に変更が生じた場合は、「落札可能件数変 

更届」を提出すること。 

10 入札書の書き換え等の禁止 

  一度提出した入札書を書き換え、引き換え、又は撤回することはできませ 

ん。 

11 入札参加資格確認資料の提出 

落札候補者となった者は、事後審査型条件付一般競争入札参加資格確認申

請書（以下「確認申請書」といいます。）及び次に掲げる確認資料を上下水

道管理課へ提出するものとします。 

⑴ 建設工事の場合 

ア 建設業許可証明書等の写し（支店等業者にあっては、支店等が対象業



種の建設業許可を有することを証明する書類） 

イ 配置予定の主任（監理）技術者及び現場代理人等との雇用関係を確認

するための書類（雇用保険、社会保険被保険者証等の写し） 

ウ 配置予定の主任（監理）技術者の資格者証の写し（実務経験の場合は、

実務経験経歴書） 

エ 専任技術者証明書の写し（建設業許可申請時に必要な営業所の専任技

術者調書の写し） 

オ 同種工事の施工実績届出書 

カ その他入札参加資格を確認するために個別公告で示した資料 

⑵ 建設コンサルタント等の場合 

ア 建設コンサルタント等に係る登録を証明する書類 

イ 当該業種における直近決算の営業収入金額が確認できる書類 

ウ 配置予定技術者との雇用関係を確認するための書類（雇用保険、社会

保険被保険者証等の写し） 

エ 配置予定技術者の資格証の写し等 

オ 同種業務の履行実績届出書 

カ その他入札参加資格を確認するために個別公告で示した資料 

⑶ 落札候補者は、提出を求められた日の翌日から起算して２日以内に確認

申請書及び確認資料を提出しなければなりません。 

⑷ 落札候補者が提出期限内に確認申請書及び確認資料を提出しない場合、

当該落札候補者は入札参加資格要件を満たしていないものとみなします。 

12 公正な入札の確保 

⑴ 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和

２２年法律第５４号）等に抵触する行為を行ってはなりません。 

 ⑵ 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加

者と入札価格又は入札参加意思についていかなる相談も行わず、独自に入

札価格を決定しなければなりません。 

 ⑶ 入札参加者は、開札の前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的

に開示してはなりません。 

13 落札者の決定 

⑴ 落札候補者から提出された確認申請書及び確認資料を審査した結果、入

札参加資格要件を満たしていることを確認したときは、当該落札候補者を

落札者と決定します。 



⑵ ⑴の審査の結果、落札候補者が入札参加資格要件を満たしていないこと

を確認したときは、当該落札候補者のした入札を無効とし、次に低い価格

をもって入札した者を新たに落札候補者とし、適格者が現れるまで順次審

査を行うものとし、その過程において、同価格の入札をした者が複数ある

場合は、別に指定する日時及び場所においてくじ引きを行い、落札候補者

の順位を決定します。この場合において、くじ引きを代理人が行う場合は、

委任状を提出しなければなりません。 

⑶ 入札参加資格要件の審査の結果、落札候補者が入札参加資格要件を満た

していないことを確認したときは、事後審査型条件付一般競争入札参加資

格審査結果通知書により通知するものとします。 

⑷ ⑶の通知を受けた者は、通知を受けた日の翌日から起算して２日以内に

書面により決定理由について説明を求めることができます。 

⑸ ⑷の説明を求められたときは、説明を求められた日の翌日から起算して

４日以内に回答書により回答するものとします。 

14 入札保証金 

入札の際に入札価格の１００分の５以上の入札保証金を納付しなければな

りません。ただし、津市契約規則（平成１８年津市規則第４０号。以下「規

則」といいます。）第１５条第１項各号のいずれかに該当する場合及びあら

かじめ個別公告においてその必要がないと認めた場合は、この限りではあり

ません。 

15 契約保証金 

⑴ 契約の締結の際に契約金額の１００分の１０以上の契約保証金を納付し

なければなりません。ただし、規則第２７条第１項に規定する有価証券等

又は金融機関等若しくは保証事業会社との保証委託契約の保証証書を提供

することにより、契約保証金の納付に代えることができます。 

 ⑵ 津市建設工事執行規則（平成１８年津市規則第４１号）第１２条の規定

に該当する場合は、契約保証金を免除します。 

16 予定価格 

予定価格は、個別公告において明らかにします。ただし、予定価格の事後

公表試行案件については、落札候補者がない場合を除き、開札後直ちに明ら

かにします。 

17 最低制限価格 

最低制限価格の設定については、個別公告において明らかにします。 



18 入札の中止等 

⑴ 事後審査型入札への参加に係る業者等が不正の利益を得るために連合し、

又は不穏な行動をなす等公正な入札の執行を確保することができないと認

めるときは、当該事後審査型入札を延期、中止等の措置をとることがあり

ます。 

⑵ 天災その他やむを得ない事由により入札（開札）を行うことができない

と認めるときは、入札（開札）を中止することがあります。 

⑶ 入札の中止等に至った場合においても、見積りに係る費用、郵送に係る

費用その他入札に係る一切の費用は補償しません。 

19 異議申立て等 

入札をした者は、入札後において、設計図書等（設計図書、図面、仕様書、

関係書類及び現場等）についての不明を理由として異議を申し立てることは

できません。 

20 期限の特例 

この共通事項において示す期限については、津市の休日を定める条例（平

成１８年津市条例第１４号）第３条の規定を準用します。 

 



津市上下水道事業公告第４号 

建設工事等に係る事後審査型条件付一般競争入札を執行しますので、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び津市契約規

則（平成１８年津市規則第４０号）第４条の規定により、次のとおり公告しま

す。 

  令和６年４月１日 

 

津市上下水道事業管理者 松 下 浩 己   

 

別紙のとおり 



円　（税抜き）

有

令和6年4月10日

免 除

午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

令和6年12月2日契約締結の日から

閲覧期間

閲覧場所

現場代理人 常駐配置（主任技術者と兼務可）

まで

津・香良洲

【格付】

入札方法等

開札日時
及び場所

予定価格

設 計 図 書
等

に 関 す る
質 問

回 答 日

有

提出期限 令和6年4月4日

提 出 先 上下水道管理課契約財産担当（津市上下水道庁舎２階）ＦＡＸ059-237-5819

郵 送 先

工 期

【地区】

参加資格
に関する
事 項

格付要件

その他要件

【格付】

【地区】

【地区】

２級土木施工管理技士（土木）又は同等以上の者（専任配置）
技術者要件

特定・一般

同種工事
実績要件

あり

Ｂ

建設業許可

発注業種

【ﾌﾞﾛｯｸ】

土木一式

所在地要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

取付管布設工　２７９箇所

津市 河辺町 地内 

河辺町地内下水道管布設替工事

工事場所

工 事 担 当 課公 告 日

工事概要

令和6年4月1日 下水道工務課

令和６年度下工維第２号

その他

本公告の日から

令和6年4月18日 午前9時00分

47,236,000

・配置技術者について、３ヶ月以上の雇用関係が継続していること。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

まで

前 金 払

津市上下水道庁舎２階　入札室

契約保証金

令和6年4月15日

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

〒514-8799　日本郵便㈱津中央郵便局　留　津市上下水道管理局　上下水道管理課　宛

上下水道管理課・津市ホームページ「入札・契約」

必着令和6年4月15日

・本件は週休２日モデル工事（受注者希望型）試行案件です。
　週休２日モデル工事に係る特記仕様書を必ず確認してください。

入札保証金

設計図書
の 閲 覧

無部 分 払

契約金額の１００分の１０以上

ホームページにて回答

主任(監理)技術者

市内本店

【格付】

【格付】【地区】地 域 ・
格付要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】

入札方法

提出期限

【ﾌﾞﾛｯｸ】

津・香良洲

最低制限価格



円　（税抜き）

・上下水道事業局が指定する講習会等とは、公益社団法人日本水道協会の配水管工技能講習会
（小口径管）、一般社団法人日本ダクタイル鉄管協会の継手接合研修会（耐震管口径450ｍｍ以
下）をいう。

・本件は週休２日モデル工事（受注者希望型）試行案件です。
　週休２日モデル工事に係る特記仕様書を必ず確認してください。

有

不断水仕切弁設置工　φ１５０ｍｍ～φ１００ｍｍ　３箇所

令和6年4月10日

免 除

午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

令和6年9月17日

仕切弁設置工　φ１５０ｍｍ～φ１００ｍｍ　９箇所

契約締結の日から

閲覧期間

閲覧場所

現場代理人 常駐配置（主任技術者と兼務可）

まで

津・香良洲

【格付】

入札方法等

開札日時
及び場所

予定価格

設 計 図 書
等

に 関 す る
質 問

回 答 日

有

提出期限 令和6年4月4日

提 出 先 上下水道管理課契約財産担当（津市上下水道庁舎２階）ＦＡＸ059-237-5819

郵 送 先

工 期

【地区】

参加資格
に関する
事 項

格付要件

その他要件

【格付】

【地区】

【地区】

２級土木施工管理技士（土木）又は同等以上の者（専任配置）

元請けとして、上下水道事業局が指定する講習会等を修了した者を適正配置できる者

津市水道事業指定給水装置工事事業者である者

技術者要件

特定・一般

同種工事
実績要件

あり

Ａ２・Ａ１

建設業許可

発注業種

【ﾌﾞﾛｯｸ】

土木一式（配水管工事）

所在地要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

配水管布設工　ＤＩＰφ１５０ｍｍ　９１．６ｍ

津市 城山一丁目 地内

道路整備事業に伴う城山一丁目地内配水管移設工事

工事場所

工 事 担 当 課公 告 日

工事概要

令和6年4月1日

配水管布設工　ＤＩＰφ１００ｍｍ　８８．１ｍ

消火栓設置工　単口地下式　２箇所

水道工務課

令和６年度水工第１号

その他

本公告の日から

令和6年4月18日 午前9時20分

37,730,000

・配置技術者について、３ヶ月以上の雇用関係が継続していること。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

まで

前 金 払

津市上下水道庁舎２階　入札室

契約保証金

令和6年4月15日

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

〒514-8799　日本郵便㈱津中央郵便局　留　津市上下水道管理局　上下水道管理課　宛

上下水道管理課・津市ホームページ「入札・契約」

必着令和6年4月15日

入札保証金

設計図書
の 閲 覧

無部 分 払

契約金額の１００分の１０以上

ホームページにて回答

主任(監理)技術者

市内本店

【格付】

【格付】【地区】地 域 ・
格付要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】

入札方法

提出期限

【ﾌﾞﾛｯｸ】

津・香良洲

最低制限価格



円　（税抜き）

・上下水道事業局が指定する講習会等とは、公益社団法人日本水道協会の配水管工技能講習会
（小口径管）、一般社団法人日本ダクタイル鉄管協会の継手接合研修会（耐震管口径450ｍｍ以
下）をいう。

・本件は週休２日モデル工事（受注者希望型）試行案件です。
　週休２日モデル工事に係る特記仕様書を必ず確認してください。

まで

水道工務課

令和６年度水工第４号

津・香良洲

【格付】

有

不断水仕切弁設置工　φ１５０ｍｍ～φ７５ｍｍ　３箇所

令和6年4月10日

免 除

午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

令和6年10月28日

仕切弁設置工　φ１５０ｍｍ～φ５０ｍｍ　９箇所

契約締結の日から

契約金額の１００分の１０以上

発注業種

【ﾌﾞﾛｯｸ】

土木一式（配水管工事）

所在地要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【ﾌﾞﾛｯｸ】

津・香良洲

工 期

【地区】

参加資格
に関する
事 項

格付要件

その他要件

【格付】

【地区】

【地区】

２級土木施工管理技士（土木）又は同等以上の者（津市発注工事における専任配置）

元請けとして、上下水道事業局が指定する講習会等を修了した者を適正配置できる者

津市水道事業指定給水装置工事事業者である者

技術者要件

特定・一般

同種工事
実績要件

あり

Ａ２・Ａ１

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

舗装本復旧工　２５ｍ２配水管布設工　ＤＩＰφ１００ｍｍ　１４０．５ｍ

津市 大谷町ほか２町 地内 

道路整備事業に伴う大谷町ほか２町地内配水管布設工事

工事場所

工 事 担 当 課公 告 日

工事概要

令和6年4月1日

配水管布設工　ＰＰφ５０ｍｍ　６．５ｍ

消火栓設置工　単口地下式　１箇所

入札保証金

設計図書
の 閲 覧

最低制限価格

入札方法等

開札日時
及び場所

予定価格

設 計 図 書
等

に 関 す る
質 問

回 答 日

有

提出期限 令和6年4月4日

提 出 先 上下水道管理課契約財産担当（津市上下水道庁舎２階）ＦＡＸ059-237-5819

郵 送 先

閲覧期間

閲覧場所

入札方法

提出期限

ホームページにて回答

その他

本公告の日から

令和6年4月18日 午前9時40分

36,070,000

※津市発注工事とは調達契約課又は上下水道管理課発注工事で、担当課執行分を除く。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

まで

前 金 払

津市上下水道庁舎２階　入札室

契約保証金

令和6年4月15日

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

〒514-8799　日本郵便㈱津中央郵便局　留　津市上下水道管理局　上下水道管理課　宛

上下水道管理課・津市ホームページ「入札・契約」

必着令和6年4月15日

無部 分 払

現場代理人 常駐配置（主任技術者と兼務可）

主任(監理)技術者

市内本店

建設業許可

【格付】

【格付】【地区】地 域 ・
格付要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】



円　（税抜き）

現場代理人 常駐配置（主任技術者と兼務可）

主任(監理)技術者

市内本店

建設業許可

【格付】

【格付】【地区】地 域 ・
格付要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】

その他

本公告の日から

令和6年4月18日 午前10時00分

39,490,000

・配置技術者について、３ヶ月以上の雇用関係が継続していること。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

まで

前 金 払

津市上下水道庁舎２階　入札室

契約保証金

令和6年4月15日

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

〒514-8799　日本郵便㈱津中央郵便局　留　津市上下水道管理局　上下水道管理課　宛

上下水道管理課・津市ホームページ「入札・契約」

必着令和6年4月15日

無部 分 払

入札保証金

設計図書
の 閲 覧

最低制限価格

入札方法等

開札日時
及び場所

予定価格

設 計 図 書
等

に 関 す る
質 問

回 答 日

有

提出期限 令和6年4月4日

提 出 先 上下水道管理課契約財産担当（津市上下水道庁舎２階）ＦＡＸ059-237-5819

郵 送 先

閲覧期間

閲覧場所

入札方法

提出期限

ホームページにて回答

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

取付管布設工　１８３箇所

津市 白山町上ノ村 地内 

白山町上ノ村地内下水道管布設替工事

工事場所

工 事 担 当 課公 告 日

工事概要

令和6年4月1日

発注業種

【ﾌﾞﾛｯｸ】

土木一式

所在地要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【ﾌﾞﾛｯｸ】

久居・一志・白山・美杉

工 期

【地区】

参加資格
に関する
事 項

格付要件

その他要件

【格付】

【地区】

【地区】

２級土木施工管理技士（土木）又は同等以上の者（専任配置）
技術者要件

特定・一般

同種工事
実績要件

あり

Ｂ・Ａ２・Ａ１

・本件は週休２日モデル工事（受注者希望型）試行案件です。
　週休２日モデル工事に係る特記仕様書を必ず確認してください。

まで

下水道工務課

令和６年度下工維第３号

久居

【格付】

有

令和6年4月10日

免 除

午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

令和6年12月9日契約締結の日から

契約金額の１００分の１０以上



円　（税抜き）

・上下水道事業局が指定する講習会等とは、公益社団法人日本水道協会の配水管工技能講習会
（小口径管）、一般社団法人日本ダクタイル鉄管協会の継手接合研修会（耐震管口径450ｍｍ以
下）をいう。

令和6年9月2日

土木一式（配水管工事）

所在地要件

まで

水道工務課

【ﾌﾞﾛｯｸ】

不断水仕切弁設置工　φ７５ｍｍ　２箇所

格付要件

河芸・芸濃・美里・安濃

【格付】

市内本店

建設業許可

【ﾌﾞﾛｯｸ】

配水管布設工　ＤＩＰφ１００ｍｍ　１７９．０ｍ

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工事場所

公 告 日

工事概要

工 期

・本件は週休２日モデル工事（受注者希望型）試行案件です。
　週休２日モデル工事に係る特記仕様書を必ず確認してください。

郵 送 先

上下水道管理課契約財産担当（津市上下水道庁舎２階）ＦＡＸ059-237-5819

令和6年4月15日

入札方法

参加資格
に関する
事 項

あり

その他

令和6年4月18日 午前10時20分

20,600,000

※津市発注工事とは調達契約課又は上下水道管理課発注工事で、担当課執行分を除く。

令和6年4月4日

令和6年4月10日

入札方法等

入札保証金

最低制限価格

津市上下水道庁舎２階　入札室

令和6年4月1日

配水管布設工　ＤＩＰφ７５ｍｍ　９．５ｍ

配水管布設工　ＰＰφ５０ｍｍ　８．２ｍ

契約締結の日から

工 事 担 当 課

公共下水道事業に伴う芸濃町椋本地内配水管移設工事

仕切弁設置工　φ１００ｍｍ～φ５０ｍｍ　６箇所

令和６年度水工第２号

発注業種

特定・一般

地 域 ・
格付要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】

津市 芸濃町椋本

本公告の日から まで

その他要件

同種工事
実績要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【格付】

【格付】

津市水道事業指定給水装置工事事業者である者

地内 

主任(監理)技術者 同業種の技術者（実務経験）以上の者（津市発注工事における専任配置）

元請けとして、上下水道事業局が指定する講習会等を修了した者を適正配置できる者

技術者要件

設計図書
の 閲 覧

開札日時
及び場所

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

予定価格

部 分 払

上下水道管理課・津市ホームページ「入札・契約」

ホームページにて回答

提 出 先

閲覧期間

閲覧場所

設 計 図 書
等

に 関 す る
質 問

前 金 払

提出期限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

契約保証金

必着令和6年4月15日

無

有

有

契約金額の１００分の１０以上

提出期限

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

安芸

【地区】

【地区】

Ｂ・Ａ２・Ａ１

【格付】

【地区】

【地区】

〒514-8799　日本郵便㈱津中央郵便局　留　津市上下水道管理局　上下水道管理課　宛

免 除

現場代理人 常駐配置（主任技術者と兼務可）



円　（税抜き）

・上下水道事業局が指定する講習会等とは、公益社団法人日本水道協会の配水管工技能講習会
（小口径管）、一般社団法人日本ダクタイル鉄管協会の継手接合研修会（耐震管口径450ｍｍ以
下）をいう。

令和6年7月16日

土木一式（配水管工事）

所在地要件

まで

水道工務課

【ﾌﾞﾛｯｸ】

格付要件

津・香良洲

【格付】

市内本店

建設業許可

【ﾌﾞﾛｯｸ】

配水管布設工　ＤＩＰφ２００ｍｍ　９．８ｍ

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工事場所

公 告 日

工事概要

工 期

・本件は週休２日モデル工事（受注者希望型）試行案件です。
　週休２日モデル工事に係る特記仕様書を必ず確認してください。

郵 送 先

上下水道管理課契約財産担当（津市上下水道庁舎２階）ＦＡＸ059-237-5819

令和6年4月15日

入札方法

参加資格
に関する
事 項

あり

その他

令和6年4月18日 午前10時40分

15,050,000

※津市発注工事とは調達契約課又は上下水道管理課発注工事で、担当課執行分を除く。

令和6年4月4日

令和6年4月10日

入札方法等

入札保証金

最低制限価格

津市上下水道庁舎２階　入札室

令和6年4月1日

仕切弁設置工　φ２００ｍｍ～φ５０ｍｍ　３箇所

不断水仕切弁設置工　φ２００ｍｍ～φ１００ｍｍ　３箇所

契約締結の日から

工 事 担 当 課

公共下水道事業に伴う江戸橋一丁目地内配水管移設工事(仮設)

令和６年度水工第３号

発注業種

特定・一般

地 域 ・
格付要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】

津市 江戸橋一丁目

本公告の日から まで

その他要件

同種工事
実績要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【格付】

【格付】

津市水道事業指定給水装置工事事業者である者

地内 

主任(監理)技術者 同業種の技術者（実務経験）以上の者（津市発注工事における専任配置）

元請けとして、上下水道事業局が指定する講習会等を修了した者を適正配置できる者

技術者要件

設計図書
の 閲 覧

開札日時
及び場所

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

予定価格

部 分 払

上下水道管理課・津市ホームページ「入札・契約」

ホームページにて回答

提 出 先

閲覧期間

閲覧場所

設 計 図 書
等

に 関 す る
質 問

前 金 払

提出期限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

契約保証金

必着令和6年4月15日

無

有

有

契約金額の１００分の１０以上

提出期限

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

津・香良洲

【地区】

【地区】

Ｂ

【格付】

【地区】

【地区】

〒514-8799　日本郵便㈱津中央郵便局　留　津市上下水道管理局　上下水道管理課　宛

免 除

現場代理人 常駐配置（主任技術者と兼務可）
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令和6年7月22日

土木一式

所在地要件

まで

下水道工務課

【ﾌﾞﾛｯｸ】

格付要件

津・香良洲

【格付】

市内本店

建設業許可

【ﾌﾞﾛｯｸ】

マンホール蓋　２８箇所

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工事場所

公 告 日

工事概要

工 期

・本件は週休２日モデル工事（受注者希望型）試行案件です。
　週休２日モデル工事に係る特記仕様書を必ず確認してください。

郵 送 先

上下水道管理課契約財産担当（津市上下水道庁舎２階）ＦＡＸ059-237-5819

令和6年4月15日

入札方法

参加資格
に関する
事 項

あり

その他

令和6年4月18日 午前11時00分

7,680,000

※津市発注工事とは調達契約課又は上下水道管理課発注工事で、担当課執行分を除く。

令和6年4月4日

令和6年4月10日

入札方法等

入札保証金

最低制限価格

津市上下水道庁舎２階　入札室

令和6年4月1日

契約締結の日から

工 事 担 当 課

豊が丘二丁目地内マンホール蓋取替工事

令和６年度下工維第１号

発注業種

特定・一般

地 域 ・
格付要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】

津市 豊が丘二丁目

本公告の日から まで

その他要件

同種工事
実績要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【格付】

【格付】

地内 

主任(監理)技術者 同業種の技術者（実務経験）以上の者（津市発注工事における専任配置）
技術者要件

設計図書
の 閲 覧

開札日時
及び場所

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

予定価格

部 分 払

上下水道管理課・津市ホームページ「入札・契約」

ホームページにて回答

提 出 先

閲覧期間

閲覧場所

設 計 図 書
等

に 関 す る
質 問

前 金 払

提出期限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

契約保証金

必着令和6年4月15日

無

有

有

契約金額の１００分の１０以上

提出期限

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

津・香良洲

【地区】

【地区】

Ｃ

【格付】

【地区】

【地区】

〒514-8799　日本郵便㈱津中央郵便局　留　津市上下水道管理局　上下水道管理課　宛

免 除

現場代理人 常駐配置（主任技術者と兼務可）
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・本件は週休２日モデル工事（受注者希望型）試行案件です。
　週休２日モデル工事に係る特記仕様書を必ず確認してください。

【地区】
地 域 ・
格付要件

【格付】

【地区】

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【格付】

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】

午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

入札方法

無

技術者要件

令和6年9月9日

電気

所在地要件

まで

水道施設課

格付要件

【格付】

市内本店

建設業許可

【ﾌﾞﾛｯｸ】

照明器具取替　LED照明器具　３８６台

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

参加資格
に関する
事 項

公 告 日

工事概要

工 期

Ａ１

主任(監理)技術者 同業種の技術者（実務経験）以上の者（津市発注工事における専任配置）

令和6年4月1日

発注業種

特定・一般

工 事 担 当 課

津市上下水道庁舎照明設備取替修繕

津市 殿村工事場所

令和６年度水施水管第２－１号

地内

契約締結の日から

現場代理人

同種工事
実績要件

常駐配置（主任技術者と兼務可）

その他要件

設計図書
の 閲 覧

入札保証金

最低制限価格

開札日時
及び場所

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

予定価格

本公告の日から まで

令和6年4月4日

令和6年4月10日

必着令和6年4月15日

上下水道管理課・津市ホームページ「入札・契約」

ホームページにて回答

提 出 先

閲覧期間

閲覧場所

設 計 図 書
等

に 関 す る
質 問 上下水道管理課契約財産担当（津市上下水道庁舎２階）ＦＡＸ059-237-5819

令和6年4月15日

その他

令和6年4月18日 午前11時10分

13,767,000

※津市発注工事とは調達契約課又は上下水道管理課発注工事で、担当課執行分を除く。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

部 分 払

提出期限

契約保証金

有

無

契約金額の１００分の１０以上

提出期限

津市上下水道庁舎２階　入札室

〒514-8799　日本郵便㈱津中央郵便局　留　津市上下水道管理局　上下水道管理課　宛

免 除

郵 送 先

入札方法等

前 金 払
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・同種業務実績要件における官公庁等とは、国の機関（独立行政法人、公団、事業団その他政令
で定める法人を含む。）、都道府県、市町村等及びコリンズ登録された公益民間企業（交通（鉄
道、空港）、資源エネルギー（電気、ガス、石油）、通信会社等）とする。

　　事後審査型条件付一般競争入札

設計図書
の 閲 覧

入札方法等

開札日時
及び場所

令和6年4月15日

〒514-8799　日本郵便㈱津中央郵便局　留　津市上下水道管理局　上下水道管理課　宛

必着

閲覧期間 まで

参加資格
に関する
事 項

公 告 日

業務概要

期 間

発注業種

業 務 名

業務場所

その他要件

部門

契約保証金

入札保証金

予定価格

最低制限価格

11,670,000

上下水道管理課・津市ホームページ「入札・契約」閲覧場所

設 計 図 書
等

に 関 す る
質 問

提出期限 令和6年4月4日 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日 令和6年4月10日 ホームページにて回答

提 出 先 上下水道管理課契約財産担当（津市上下水道庁舎２階）ＦＡＸ059-237-5819

無

提出期限

郵 送 先

令和6年4月15日本公告の日から

過去１０年間（平成２６年度以降）に履行が完了した官公庁等元請実績で以下のとおり
浄水処理能力が９，６００ｍ３/日以上の浄水場の沈殿池汚泥搔き寄せ機設備の詳細
設計業務

当該部門
における
営業収入
金額要件

営業収入金額が５千万円以上であること

技術者要件

管理技術者

照査技術者

営業収入金額を有すること市内本店

市内支店等

片田浄水場急速ろ過施設機械設備等更新工事に係る詳細設計業務委託

地内津市 片田志袋町

令和6年4月1日 業 務 担 当 課

業種

所在地要件

土木関係コンサルタント
登録要件

契約締結の日から 令和6年12月27日 まで

建設コンサルタント登録規程（昭和52年建設省告示第717号）第２条第１項の規定による登録を受けていること

市内本店又は市内支店等

土木関係コンサルタント

上水道及び工業用水道

機械設備等更新工事に係る詳細設計業務委託　一式

※津市発注業務とは調達契約課又は上下水道管理課発注業務で、担当課執行分を除く。

・本件は、津市公契約条例第６条の２第１項に規定する労働報酬下限額の適用案件です。
　労働環境の確保に係る誓約事項及び令和６年度津市公契約条例労働報酬下限額運用マニュア
ルを必ず確認してください。

契約金額の１００分の１０以上

その他

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

前 金 払

部 分 払

有

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

免 除

午前11時20分

入札方法

令和6年4月18日

津市上下水道庁舎２階　入札室

有

同業種（同部門）に係る技術士、技術管理者又はＲＣＣＭのいずれかの者（津市発注業務における専任配置）

同業種（同部門）に係る技術士、技術管理者又はＲＣＣＭのいずれかの者

同種業務
実績要件

水道施設課

令和６年度水施第１－１号
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契約金額の１００分の１０以上

その他

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

※津市発注業務とは調達契約課又は上下水道管理課発注業務で、担当課執行分を除く。

前 金 払

部 分 払

有

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

免 除

午前11時30分

入札方法

令和6年4月18日

津市上下水道庁舎２階　入札室

有

同業種（同部門）に係る技術士、技術管理者又はＲＣＣＭのいずれかの者（津市発注業務における専任配置）

同業種（同部門）に係る技術士、技術管理者又はＲＣＣＭのいずれかの者

同種業務
実績要件

安芸事業所

令和６年度水安水施補第１－１号

高野尾配水池耐震補強工事詳細設計業務委託

地内津市 豊が丘五丁目

令和6年4月1日 業 務 担 当 課

業種

所在地要件

耐震補強設計業務　一式

土木関係コンサルタント
登録要件

契約締結の日から 令和6年12月10日 まで

建設コンサルタント登録規程（昭和52年建設省告示第717号）第２条第１項の規定による登録を受けていること

市内本店又は市内支店等

土木関係コンサルタント

上水道及び工業用水道

無

提出期限

郵 送 先

令和6年4月15日本公告の日から

過去１０年間（平成２６年度以降）に履行が完了した官公庁等元請実績で以下のとおり
上水道施設（配水池又は浄水場等）における耐震診断業務又は耐震補強設計業務

当該部門
における
営業収入
金額要件

技術者要件

管理技術者

照査技術者

営業収入金額を有すること市内本店又は市内支店等

契約保証金

入札保証金

予定価格

最低制限価格

6,360,000

上下水道管理課・津市ホームページ「入札・契約」閲覧場所

設 計 図 書
等

に 関 す る
質 問

提出期限 令和6年4月4日 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日 令和6年4月10日 ホームページにて回答

提 出 先 上下水道管理課契約財産担当（津市上下水道庁舎２階）ＦＡＸ059-237-5819

・同種業務実績要件における官公庁等とは、国の機関（独立行政法人、公団、事業団その他政令
で定める法人を含む。）、都道府県、市町村等及びコリンズ登録された公益民間企業（交通（鉄
道、空港）、資源エネルギー（電気、ガス、石油）、通信会社等）とする。

　　事後審査型条件付一般競争入札

設計図書
の 閲 覧

入札方法等

開札日時
及び場所

令和6年4月15日

〒514-8799　日本郵便㈱津中央郵便局　留　津市上下水道管理局　上下水道管理課　宛

必着

閲覧期間 まで

参加資格
に関する
事 項

公 告 日

業務概要

期 間

発注業種

業 務 名

業務場所

その他要件

部門



円　（税抜き）

　　事後審査型条件付一般競争入札

設計図書
の 閲 覧

入札方法等

開札日時
及び場所

令和6年4月15日

〒514-8799　日本郵便㈱津中央郵便局　留　津市上下水道管理局　上下水道管理課　宛

必着

閲覧期間 まで

参加資格
に関する
事 項

公 告 日

業務概要

期 間

発注業種

業 務 名

業務場所

その他要件

部門

契約保証金

入札保証金

予定価格

最低制限価格

3,549,000

上下水道管理課・津市ホームページ「入札・契約」閲覧場所

設 計 図 書
等

に 関 す る
質 問

提出期限 令和6年4月4日 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日 令和6年4月10日 ホームページにて回答

提 出 先 上下水道管理課契約財産担当（津市上下水道庁舎２階）ＦＡＸ059-237-5819

無

提出期限

郵 送 先

令和6年4月15日本公告の日から

当該部門
における
営業収入
金額要件

技術者要件

主任技術者

営業収入金額を有すること市内本店

地内津市 美杉町太郎生及び美杉町八知

令和6年4月1日 業 務 担 当 課

業種

所在地要件

地質調査　機械ボーリング　２箇所

地質調査
登録要件

契約締結の日から 令和6年10月25日 まで

地質調査業者登録規程（昭和52年建設省告示第718号）第２条第１項の規定による登録を受けていること

市内本店

地質調査

地質調査

免 除

その他
・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

※津市発注業務とは調達契約課又は上下水道管理課発注業務で、担当課執行分を除く。

前 金 払

部 分 払

有

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

免 除

午前11時40分

入札方法

令和6年4月18日

津市上下水道庁舎２階　入札室

有

同業種（同部門）の技術者（津市発注業務における専任配置）

同種業務
実績要件

一志事業所

令和６年度水一水施第１－１号

美杉上太郎生浄水場及び美杉小西浄水場耐震二次診断業務委託に伴う地質調査業務委託
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・上下水道事業局が指定する講習会等とは、口径500ｍｍ以上の配水管布設工事等については、
公益社団法人日本水道協会の配水管工技能講習会大口径管、一般社団法人日本ダクタイル鉄管協
会の継手接合研修会（耐震管口径500ｍｍ以上）をいい、口径450ｍｍ以下の配水管布設工事等に
ついては、公益社団法人日本水道協会の配水管工技能講習会（小口径管）、一般社団法人日本ダ
クタイル鉄管協会の継手接合研修会（耐震管口径450ｍｍ以下）をいう。ひとつの工事で口径500
ｍｍ以上と口径450ｍｍ以下がある場合は、それぞれの講習会等の修了等が必要。

有

舗装本復旧工　１，２９０ｍ２

令和6年4月17日

免 除

午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

令和7年2月25日

仕切弁設置工　φ６００ｍｍ～φ２００ｍｍ　３箇所

契約締結の日から

閲覧期間

閲覧場所

現場代理人 常駐配置（専任の監理技術者又は監理技術者補佐と兼務可）

まで

入札方法等

開札日時
及び場所

予定価格

設 計 図 書
等

に 関 す る
質 問

回 答 日

有

提出期限 令和6年4月10日

提 出 先 上下水道管理課契約財産担当（津市上下水道庁舎２階）ＦＡＸ059-237-5819

郵 送 先

工 期

【地区】

参加資格
に関する
事 項

格付要件

その他要件

【格付】【地区】

同業種の監理技術者（専任配置。ただし監理技術者補佐を専任で配置するときはこの限りでない。）

元請けとして、上下水道事業局が指定する講習会等を修了した者を適正配置できる者

津市水道事業指定給水装置工事事業者である者

技術者要件

特定

同種工事
実績要件

Ａ１

建設業許可

発注業種 土木一式（配水管工事）

所在地要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

配水管布設工　ＤＩＰφ６００ｍｍ　３９７．７ｍ

津市 神納ほか２町 地内

神納ほか２町地内配水管布設工事

工事場所

工 事 担 当 課公 告 日

工事概要

令和6年4月1日

配水管布設工　ＤＩＰφ２００ｍｍ　７．０ｍ

空気弁設置工　φ７５ｍｍ　１箇所

水道工務課

令和６年度水工補第１号

その他

本公告の日から

令和6年4月25日 午前9時00分

136,230,000

・配置技術者について、３ヶ月以上の雇用関係が継続していること。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

まで

前 金 払

津市上下水道庁舎２階　入札室

契約保証金

令和6年4月22日

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

〒514-8799　日本郵便㈱津中央郵便局　留　津市上下水道管理局　上下水道管理課　宛

上下水道管理課・津市ホームページ「入札・契約」

必着令和6年4月22日

・本件は週休２日モデル工事（受注者希望型）試行案件です。
　週休２日モデル工事に係る特記仕様書を必ず確認してください。

入札保証金

設計図書
の 閲 覧

無部 分 払

契約金額の１００分の１０以上

ホームページにて回答

主任(監理)技術者

市内本店

【格付】地 域 ・
格付要件 【ﾌﾞﾛｯｸ】

入札方法

提出期限

最低制限価格



円　（税抜き）

無部 分 払

契約金額の１００分の１０以上

ホームページにて回答

主任(監理)技術者

市内本店

【格付】

【格付】【地区】地 域 ・
格付要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】

入札方法

提出期限

【ﾌﾞﾛｯｸ】

最低制限価格

その他

本公告の日から

令和6年4月25日 午前9時20分

66,947,000

・配置技術者について、３ヶ月以上の雇用関係が継続していること。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

まで

前 金 払

津市上下水道庁舎２階　入札室

契約保証金

令和6年4月22日

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

〒514-8799　日本郵便㈱津中央郵便局　留　津市上下水道管理局　上下水道管理課　宛

上下水道管理課・津市ホームページ「入札・契約」

必着令和6年4月22日

・本件は週休２日モデル工事（受注者希望型）試行案件です。
　週休２日モデル工事に係る特記仕様書を必ず確認してください。

入札保証金

設計図書
の 閲 覧

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

管布設工（管径７５～２５０ｍｍ）　５２３ｍ

津市 上浜町四丁目ほか４町 地内 

津北部第１３処理分区公共下水道工事

工事場所

工 事 担 当 課公 告 日

工事概要

令和6年4月1日

組立マンホール工　６箇所

ます設置工　１１箇所

下水道工務課

令和６年度下工公補第４号

工 期

【地区】

参加資格
に関する
事 項

格付要件

その他要件

【格付】

【地区】

【地区】

同業種の監理技術者（専任配置。ただし監理技術者補佐を専任で配置するときはこの限りでない。）

技術者要件

特定

同種工事
実績要件

Ａ１・Ａ２

建設業許可

発注業種

【ﾌﾞﾛｯｸ】

土木一式

所在地要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】

入札方法等

開札日時
及び場所

予定価格

設 計 図 書
等

に 関 す る
質 問

回 答 日

有

提出期限 令和6年4月10日

提 出 先 上下水道管理課契約財産担当（津市上下水道庁舎２階）ＦＡＸ059-237-5819

郵 送 先

有

マンホールポンプ設置工　一式

令和6年4月17日

免 除

午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

令和7年1月27日

小型マンホール工　２箇所

契約締結の日から

閲覧期間

閲覧場所

現場代理人 常駐配置（専任の監理技術者又は監理技術者補佐と兼務可）

まで

【格付】



円　（税抜き）

無部 分 払

契約金額の１００分の１０以上

ホームページにて回答

主任(監理)技術者

市内本店

【格付】

【格付】【地区】地 域 ・
格付要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】

入札方法

提出期限

【ﾌﾞﾛｯｸ】

最低制限価格

その他

本公告の日から

令和6年4月25日 午前9時40分

54,808,000

・配置技術者について、３ヶ月以上の雇用関係が継続していること。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

まで

前 金 払

津市上下水道庁舎２階　入札室

契約保証金

令和6年4月22日

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

〒514-8799　日本郵便㈱津中央郵便局　留　津市上下水道管理局　上下水道管理課　宛

上下水道管理課・津市ホームページ「入札・契約」

必着令和6年4月22日

・本件は週休２日モデル工事（受注者希望型）試行案件です。
　週休２日モデル工事に係る特記仕様書を必ず確認してください。

入札保証金

設計図書
の 閲 覧

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

管布設工（管径１５０ｍｍ）　３５１ｍ

津市 渋見町及び長岡町 地内 

津北部第１７－２処理分区公共下水道工事

工事場所

工 事 担 当 課公 告 日

工事概要

令和6年4月1日

組立マンホール工　３箇所

ます設置工　４５箇所

下水道工務課

令和６年度下工公補第１号

工 期

【地区】

参加資格
に関する
事 項

格付要件

その他要件

【格付】

【地区】

【地区】

同業種の監理技術者（専任配置。ただし監理技術者補佐を専任で配置するときはこの限りでない。）

技術者要件

特定

同種工事
実績要件

Ａ１・Ａ２

建設業許可

発注業種

【ﾌﾞﾛｯｸ】

土木一式

所在地要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】

入札方法等

開札日時
及び場所

予定価格

設 計 図 書
等

に 関 す る
質 問

回 答 日

有

提出期限 令和6年4月10日

提 出 先 上下水道管理課契約財産担当（津市上下水道庁舎２階）ＦＡＸ059-237-5819

郵 送 先

有

令和6年4月17日

免 除

午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

令和6年12月2日

小型マンホール工　８箇所

契約締結の日から

閲覧期間

閲覧場所

現場代理人 常駐配置（専任の監理技術者又は監理技術者補佐と兼務可）

まで

【格付】



円　（税抜き）

※津市発注業務とは調達契約課又は上下水道管理課発注業務で、担当課執行分を除く。

・本件は、津市公契約条例第６条の２第１項に規定する労働報酬下限額の適用案件です。
　労働環境の確保に係る誓約事項及び令和６年度津市公契約条例労働報酬下限額運用マニュア
ルを必ず確認してください。

契約金額の１００分の１０以上

その他

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

前 金 払

部 分 払

有

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

免 除

午前10時00分

入札方法

令和6年4月25日

津市上下水道庁舎２階　入札室

有

同業種（同部門）に係る技術士（津市発注業務における専任配置）

同業種（同部門）に係る技術士

同種業務
実績要件

下水道工務課

令和６年度下工公補第１－１号

波瀬川第六排水区ほか６排水区雨水幹線実施設計等(基本)及び波瀬川第六排水区ポンプ場実施
設計(基本・詳細)業務委託

地内津市 一志町八太ほか６町

令和6年4月1日 業 務 担 当 課

業種

所在地要件

管路施設実施設計 ポンプ場施設実施設計

土木関係コンサルタント
登録要件

　詳細設計　分流式（雨水）　５．８５ｍ３／ｓｅｃ

契約締結の日から 令和7年3月21日 まで

建設コンサルタント登録規程（昭和52年建設省告示第717号）第２条第１項の規定による登録を受けていること

市内本店又は市内支店等

土木関係コンサルタント

下水道

　基本設計 分流式（雨水）　２２０．２０ｈａ 　基本設計　分流式（雨水）　５．８５ｍ３／ｓｅｃ

無

提出期限

郵 送 先

令和6年4月22日本公告の日から

過去１０年間（平成２６年度以降）に履行が完了した官公庁等元請実績で以下のとおり
計画雨水量が５ｍ３／Ｓ以上の雨水ポンプ場の実施設計業務

当該部門
における
営業収入
金額要件

営業収入金額が２億５千万円以上であること

技術者要件

管理技術者

照査技術者

営業収入金額を有すること市内本店

市内支店等

契約保証金

入札保証金

予定価格

最低制限価格

135,803,000

上下水道管理課・津市ホームページ「入札・契約」閲覧場所

設 計 図 書
等

に 関 す る
質 問

提出期限 令和6年4月10日 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日 令和6年4月17日 ホームページにて回答

提 出 先 上下水道管理課契約財産担当（津市上下水道庁舎２階）ＦＡＸ059-237-5819

・同種業務実績要件における官公庁等とは、国の機関（独立行政法人、公団、事業団その他政令
で定める法人を含む。）、都道府県、市町村等及びコリンズ登録された公益民間企業（交通（鉄
道、空港）、資源エネルギー（電気、ガス、石油）、通信会社等）とする。

　　事後審査型条件付一般競争入札

設計図書
の 閲 覧

入札方法等

開札日時
及び場所

令和6年4月22日

〒514-8799　日本郵便㈱津中央郵便局　留　津市上下水道管理局　上下水道管理課　宛

必着

閲覧期間 まで

参加資格
に関する
事 項

公 告 日

業務概要

期 間

発注業種

業 務 名

業務場所

その他要件

部門



円　（税抜き）

※津市発注業務とは調達契約課又は上下水道管理課発注業務で、担当課執行分を除く。

・本件は、津市公契約条例第６条の２第１項に規定する労働報酬下限額の適用案件です。
　労働環境の確保に係る誓約事項及び令和６年度津市公契約条例労働報酬下限額運用マニュア
ルを必ず確認してください。

契約金額の１００分の１０以上

その他

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

前 金 払

部 分 払

有

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

免 除

午前10時10分

入札方法

令和6年4月25日

津市上下水道庁舎２階　入札室

有

同業種（同部門）に係る技術士、技術管理者又はＲＣＣＭのいずれかの者（津市発注業務における専任配置）

同業種（同部門）に係る技術士、技術管理者又はＲＣＣＭのいずれかの者

同種業務
実績要件

下水道工務課

令和６年度下工維補第１－１号

橋内第一排水区管更生実施設計業務委託

地内津市 大門ほか５町

令和6年4月1日 業 務 担 当 課

業種

所在地要件

管更生工法実施設計　５，６８９ｍ

土木関係コンサルタント
登録要件

人孔浮上防止対策実施設計　９箇所

契約締結の日から 令和7年1月31日 まで

建設コンサルタント登録規程（昭和52年建設省告示第717号）第２条第１項の規定による登録を受けていること

市内本店又は市内支店等

土木関係コンサルタント

下水道

布設替え工法実施設計　２８５ｍ

無

提出期限

郵 送 先

令和6年4月22日本公告の日から

過去１０年間（平成２６年度以降）に履行が完了した官公庁等元請実績で以下のとおり
管径８００ｍｍ以上の下水道管実施設計業務

当該部門
における
営業収入
金額要件

営業収入金額が２億５千万円以上であること

技術者要件

管理技術者

照査技術者

営業収入金額を有すること市内本店

市内支店等

契約保証金

入札保証金

予定価格

最低制限価格

72,517,000

上下水道管理課・津市ホームページ「入札・契約」閲覧場所

設 計 図 書
等

に 関 す る
質 問

提出期限 令和6年4月10日 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日 令和6年4月17日 ホームページにて回答

提 出 先 上下水道管理課契約財産担当（津市上下水道庁舎２階）ＦＡＸ059-237-5819

・同種業務実績要件における官公庁等とは、国の機関（独立行政法人、公団、事業団その他政令
で定める法人を含む。）、都道府県、市町村等及びコリンズ登録された公益民間企業（交通（鉄
道、空港）、資源エネルギー（電気、ガス、石油）、通信会社等）とする。

　　事後審査型条件付一般競争入札

設計図書
の 閲 覧

入札方法等

開札日時
及び場所

令和6年4月22日

〒514-8799　日本郵便㈱津中央郵便局　留　津市上下水道管理局　上下水道管理課　宛

必着

閲覧期間 まで

参加資格
に関する
事 項

公 告 日

業務概要

期 間

発注業種

業 務 名

業務場所

その他要件

部門



津市上下水道事業公告第５号 

 次のとおり条件付一般競争入札を執行しますので、地方自治法施行令（昭和

２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び津市契約規則（平成１８年津

市規則第４０号）第４条の規定により公告します。 

  令和６年４月１日 

 

              津市上下水道事業管理者 松 下 浩 己   

 

 別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１ 入札に付する事項 

 ⑴ 工事名  令和６年度下工公補第３号 

        津北部第１５－１処理分区及び津北部第１６処理分区公共下

水道工事 

 ⑵ 工事場所 津市観音寺町ほか２町地内 

 ⑶ 工事概要 管布設工（管径１５０ｍｍ） １，２２９ｍ 

組立マンホール工 １９箇所 

小型マンホール工 ３０箇所 

ます設置工 １０２箇所 

マンホールポンプ設置工 一式 

⑷ 工期   契約締結日から令和７年２月２５日まで 

 ⑸ 予定価格 １７５，０３４，０００円（税抜き） 

２ 入札参加者に必要な資格 

  本件工事の条件付一般競争入札に参加できる者は、本件入札に係る公告日

から契約締結日までの間において、次の各号のいずれにも該当する者とし、

かつ本件入札の参加資格の認定を受けた者とします。 

 ⑴ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に

該当しない者 

 ⑵ 津市建設工事等条件付一般競争入札実施要領（平成１８年１月１日施行。 

以下「要領」といいます。）第４条第１項に掲げる要件を備えている者 

 ⑶ 要領第４条第２項各号の一に該当しない者 

⑷ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立

て、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申

立て、破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の申立て、

会社法（平成１７年法律第８６号）に基づく清算の開始又は会社法の施行

に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１７年法律第８７号）第６４

条の規定による改正前の商法（明治３２年法律第４８号）に基づく整理開

始の申立て若しくは通告がなされていない者であること。ただし、民事再

生法に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法に基づく更生手続開始

の申立てがなされた者であって、手続開始決定の日を基準日とする経営事

項審査（その日以後迎えた決算日を基準日とする経営事項審査を受けてい

る場合にあっては、当該経営事項審査）の結果に基づき、建設工事につい

て入札参加資格を認められ、かつ、再生計画又は更生計画が認可された者



を除きます。 

 ⑸ 津市競争入札参加資格者名簿において土木一式工事を希望業種として登

載されている者 

⑹ 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条に規定する特定建設業の

許可（土木工事業）を受けている者 

 ⑺ 本市の区域内に本店を有する者 

 ⑻ 土木一式に係る格付区分がＡ１の者 

 ⑼ 本工事に、一級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者

であり、土木工事業の監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有

する監理技術者を専任で配置できる者。ただし、監理技術者の職務を補佐

する者として建設業法第２６条第３項ただし書に規定する者を当該施工現

場に専任で配置するときは、専任であることを要しません。この場合の監

理技術者が兼任できる施工現場の数は２とします。（専任で配置予定の技

術者を施工中の他の工事に配置している場合は、契約の締結の日時点で他

の工事の完成検査が終了していることとし、兼任で配置予定の技術者を施

工中の他の工事に配置している場合は、契約の締結の日時点で完成検査が

終了していない施工現場の数が１以下であること。） 
 ⑽ 上記⑼に掲げる者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。（本件入

札に係る入札参加申込書の提出日において連続３か月以上直接的な雇用関

係にあるものに限ります。） 

３ 入札参加申込書等の配付 

⑴ 配付期間 令和６年４月１日（月）から同月１２日（金）まで 

⑵ 配付場所 津市上下水道管理局上下水道管理課契約財産担当又は津市ホ

ームページ「入札・契約」からダウンロード 

４ 入札参加資格審査申請書等の提出等 

 ⑴ 本件工事の条件付一般競争入札に参加を希望する者は、入札参加申込書

等を提出し、入札参加資格の確認を受けなければなりません。 

  ア 提出期間 令和６年４月１日（月）から同月１２日（金） 

午後５時まで 

  イ 提出場所 津市上下水道管理局上下水道管理課契約財産担当 

  ウ 提出方法 持参によることとし、その他の方法は認めません。 

 ⑵ 提出書類 

  ア 津市条件付一般競争入札参加申込書 



  イ 土木工事業に係る特定建設業の許可証の写し 

  ウ 審査基準日が令和３年１０月１日から令和４年９月３０日までの経営

規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し 

  エ 配置予定技術者に係る監理技術者資格者証（表・裏）及び監理技術者

講習修了証の写し 

オ 配置予定技術者等との雇用関係が確認できる書類 

カ 営業所専任技術者証明書又は専任技術者一覧表の写し（建設業許可 

（更新）申請に必要な専任技術者調書の写し） 

  キ 施工計画書 

  ク 宣誓書 

⑶ 入札参加資格の審査結果については、令和６年４月２２日（月）までに

文書で通知します。 

５ 設計図書等の閲覧等 

⑴ 閲覧期間 令和６年４月１日（月）から同年５月７日（火）まで 

 ⑵ 閲覧場所 津市上下水道管理局上下水道管理課契約財産担当及び津市ホ

ームページ「入札・契約」 

６ 工事の質疑等 

⑴ 施工計画に関する質疑等 

  ア 質問受付 令和６年４月５日（金）正午までに指定の質問書によりＦ

ＡＸ又は持参にて、津市上下水道管理局上下水道管理課契約

財産担当に提出してください。 

なお、ＦＡＸの場合は、質問書の提出期限時刻必着とし、

必ず着信の確認を行ってください。 

  イ 回答方法 令和６年４月１０日（水）までに津市ホームページ「入

札・契約」にて掲載します。また、回答に対する再質問は認

めないため、質問書には質問内容を明確に記載し提出してく

ださい。 

⑵ 見積に関する質疑等 

  ア 質問受付 令和６年４月１６日（火）正午までに指定の質問書により

ＦＡＸ又は持参にて、津市上下水道管理局上下水道管理課契

約財産担当に提出してください。 

なお、ＦＡＸの場合は、質問書の提出期限時刻必着とし、

必ず着信の確認を行ってください。 



  イ 回答方法 令和６年４月２３日（火）までに津市ホームページ「入

札・契約」にて掲載します。また、回答に対する再質問は

認めないため、質問書には質問内容を明確に記載し提出し

てください。 

７ 入札方法 

  入札方法は、郵便による入札とし、入札書及び積算内訳書（指定様式に限

ります。）を指定された封筒に封入の上、一般書留又は簡易書留のいずれか

の方法で郵送するものとし、持参は認めません。 

⑴ 入札書の郵送期間  

   適格通知書受領の日から令和６年５月７日（火）までに日本郵便株式会

社津中央郵便局（以下「津中央郵便局」といいます。）必着とします。 

ただし、津中央郵便局が、令和６年５月７日（火）のゆうゆう窓口営業

時間のいずれかの時間帯に窓口業務を休止した場合に限り、同月８日

（水）までに津中央郵便局に到着したものを有効とします。 

 ⑵ 入札書の郵送提出先 

   〒５１４－８７９９ 日本郵便株式会社津中央郵便局留 津市上下水道

管理局 上下水道管理課宛 

８ 開札の日時及び場所 

⑴ 日時 令和６年５月１０日（金）午前９時００分から 

 ⑵ 場所 津市上下水道庁舎２階入札室 

９ 入札保証金 

  入札保証金は免除します。 

10 契約保証金 

  契約の締結の際に契約金額の１００分の１０以上の契約保証金を納付しな

ければなりません。ただし、津市契約規則（平成１８年津市規則第４０号。

以下「規則」といいます。）第２７条第１項に規定する有価証券等又は金融

機関等若しくは保証事業会社との保証委託契約の保証証書を提供することに

より、契約保証金の納付に代えることができます。 

  また、規則第２８条第１項第１号に規定する履行保証保険契約に係る保険

証券又は同項第２号に規定する工事履行保証契約に係る保証証券を提出する

ことにより、契約保証金の納付を免除することができます。 

11 開札の立会い 

  開札に当たり、資格を有すると認められた者の中から立会人２者を選定し、 



該当者に連絡します。 

12 入札の無効 

  次のいずれかに該当する入札は、無効とします。 

 ⑴ 競争入札に参加する資格のない者が入札をしたとき。 

 ⑵ 申請書類等に虚偽の記載があるとき。 

 ⑶ 申請書類等に不備があるとき。 

 ⑷ 適正な代理権限を欠いた者によって手続が行われたとき。 

 ⑸ 入札者が同一事項の入札に対し２以上の入札をしたとき。 

 ⑹ 入札者又はその代理人が他人の入札の代理をしたとき。 

 ⑺ 著しく信義に反する行為をしたとき。 

 ⑻ 入札に際して連合等の不正行為があったとき。 

 ⑼ 入札書に入札者の記名押印のないとき。 

⑽ 入札金額を訂正しているとき。 

⑾ 入札書の日付がない又は適格通知書受領の日から開札日までの期間内の 

日付となっていないとき。 

 ⑿ 入札書の記載事項が確認できないとき。 

 ⒀ 入札書に指定された事項が記載されていないとき。 

 ⒁ 指定された郵送方法以外の方法により入札書を提出したとき。 

 ⒂ 入札書が提出期限までに提出されないとき。 

 ⒃ 積算内訳書が同封されていないとき。 

 ⒄ 積算内訳書に入札者の記名押印のないとき。 

 ⒅ 入札金額と積算内訳書の合計金額が異なるとき。 

 ⒆ 意思表示が民法上無効とされる入札をしたとき。 

 ⒇ 開札前において入札参加資格要件を満たさないことが明らかな者が入札 

をしたとき。 

(21) 本市が配付する郵便入札専用の指定封筒等以外の封筒で入札書を郵送し 

たとき。 

  (22) 指定封筒等に指定された事項が記載されていないとき。 

(23) 指定封筒等に記載された件名と同封された入札書の件名が異なるとき。 

(24) 前号までに掲げるもののほか、本市が特に指定した事項に違反したとき。 

13 最低制限価格 

  規則第１２条の規定に基づき、最低制限価格を設けます。 

14 公正な入札の確保 



 ⑴ 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和

２２年法律第５４号）等に抵触する行為を行ってはなりません。 

 ⑵ 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加

者と入札価格又は入札参加意思についていかなる相談も行わず、独自に入

札価格を決定しなければなりません。 

 ⑶ 入札参加者は、開札の前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的

に開示してはなりません。 

15 契約書作成の要否 

  契約書作成は要とします。また、契約条項については、津市工事請負契約 

 約款によるものとします。 

16 その他の注意事項 

 ⑴ 入札書は、入札日（開札日）、入札者の所在地、商号（名称）、代表者

氏名、印（使用印鑑届に押印された印）、入札金額、工事名及び工事場所

を鮮明に表示してください。 

   なお、入札書は、指定した封筒に入れ、開札日時、件名及び差出人名を

記入の上、貼合わせ部分３箇所に封印をしてください。 

 ⑵ 前金払 有 

 ⑶ 部分払 無 

 ⑷ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分

の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があると

きは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入

札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金

額を入札書に記載してください。 

 ⑸ 落札者の決定については、予定価格の範囲内で最低制限価格以上の価格

をもって入札した者のうち、最低価格で入札した者を落札者とします。 

   なお、落札者となるべき同価格の入札者が２者以上あるときは、くじ引

きにより落札者を決定します。 

 ⑹ この入札に係る費用は、すべて入札参加者の負担とします。 

 ⑺ 談合情報、天災その他やむを得ない事由により入札を行うことができな

いときは、入札を延期又は中止することがあります。 

なお、入札の中止等に至った場合においても、見積りに係る費用その他

入札に係る一切の費用は補償しません。 



⑻ この入札に係る談合情報の通報等があったときは、津市入札談合情報処

理要領（平成１８年１月１日施行）に基づき、落札を保留又は取り消す場

合があります。 

 ⑼ 入札をした者は、入札後において、設計図書等（設計図書、図面、仕様

書、関係書類及び現場等）についての不明を理由として異議を申し立てる

ことはできません。 

 ⑽ 本件工事は津市公契約条例（平成２９年津市条例第２２号）第６条の２

第１項に規定する労働報酬下限額の適用案件です。 

   労働環境の確保に係る誓約事項及び令和６年度津市公契約条例労働報酬

下限額運用マニュアルを必ず確認してください。 

 ⑾ 本件工事は週休２日モデル工事（受注者希望型）試行案件です。 

   週休２日モデル工事に係る特記仕様書を必ず確認してください。 

 

担当課（問い合わせ先） 

津市殿村５番地 津市上下水道庁舎２階 

津市上下水道管理局上下水道管理課契約財産担当 

電話番号 ０５９－２３７－５８０３ 

ＦＡＸ  ０５９－２３７－５８１９ 



津市上下水道事業公告第６号 

 次のとおり条件付一般競争入札を執行しますので、地方自治法施行令（昭和

２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び津市契約規則（平成１８年津

市規則第４０号）第４条の規定により公告します。 

  令和６年４月１日 

 

              津市上下水道事業管理者 松 下 浩 己   

 

 別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１ 入札に付する事項 

 ⑴ 工事名  令和６年度下工公補継第１号 

        半田川田第２雨水幹線築造工事 

 ⑵ 工事場所 津市半田地内 

 ⑶ 工事概要 泥濃式シールド工(仕上り内径２，０００ｍｍ) ４６７ｍ 

鋼製さや管推進工（内径８００ｍｍ） １１ｍ 

組立マンホール工 ２箇所 

⑷ 工期   契約締結日から令和８年１２月８日まで 

 ⑸ 予定価格 １，２８５，５８３，０００円（税抜き） 

２ 入札参加者に必要な資格 

  本件入札は、特定建設工事共同企業体による入札としますので、本件入札

に参加できる者については、本件入札に係る公告日から契約締結日までの間

において、特定建設工事共同企業体の構成員全員が次に掲げる条件を全て満

たし、かつ本件入札の参加資格の認定を受けた特定建設工事共同企業体とし

ます。 

 ⑴ 特定建設工事共同企業体の構成員共通の資格要件 

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定

に該当しない者 

イ 津市建設工事等条件付一般競争入札実施要領（平成１８年１月１日施

行。以下「要領」といいます。）第４条第１項に掲げる要件を備えてい

る者 

ウ 要領第４条第２項各号の一に該当しない者 

エ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申

立て、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始

の申立て、破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の

申立て、会社法（平成１７年法律第８６号）に基づく清算の開始又は会

社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１７年法律第８

７号）第６４条の規定による改正前の商法（明治３２年法律第４８号）

に基づく整理開始の申立て若しくは通告がなされていない者であること。

ただし、民事再生法に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法に基

づく更生手続開始の申立てがなされた者であって、手続開始決定の日を

基準日とする経営事項審査（その日以後迎えた決算日を基準日とする経

営事項審査を受けている場合にあっては、当該経営事項審査）の結果に



基づき、建設工事について入札参加資格を認められ、かつ、再生計画又

は更生計画が認可された者を除きます。 

⑵ 特定建設工事共同企業体の構成に関する事項 

特定建設工事共同企業体の結成に当たっては、次に掲げる要件を全て満

たしていること。 

ア 構成員の数は２者とし、代表構成員及び第２構成員においては、各１

者の組み合わせで自主結成すること。 

イ 運営形態は、全ての構成員が一体となって工事を施工する共同施工方

式であること。 

ウ 構成員の出資比率の最小限度基準は、３０％以上であること。 

エ 構成員は、本工事について他の特定建設工事共同企業体の構成員でな

いこと。 

オ 共同企業体の構成員間で、実質的に経営が同一（当該企業の発行済株

式総数の１００分の５０を超える株式を有し又はその出資の総額１００

分の５０を超える出資をしている場合、若しくは当該企業の代表権を有

する役員を兼ねている場合など、入札に参加する他の入札参加者との間

に資本的又は人的関係がある者）でないこと。 

カ 構成員の変更は、原則として認めません。ただし、やむを得ない事情

が生じた場合は、津市と協議を行ってください。 

⑶ 特定建設工事共同企業体の存続期間 

本工事の請負契約の相手方となった特定建設工事共同企業体については、

成立してから本工事の請負契約の履行完了後３か月を経過するまで存続す

ること。また、本工事の相手方とならなかった特定建設工事共同企業体は、本

件入札に係る請負契約が締結された日又は締結される見込みがなくなった

日までを存続期間とすること。 

⑷ 代表構成員の資格要件 

代表構成員は、次に掲げる要件を全て満たしていること。 

ア 津市競争入札参加資格者名簿において土木一式工事を希望業種として

登載されている者 

イ 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条に規定する特定建設業

の許可（土木工事業）を受けている者 

ウ 三重県、愛知県又は岐阜県内に本店又は支店若しくは営業所等（建設

工事の請負契約を締結する権限を有する者が常駐している事務所をいい



ます。）を有する者 

エ 審査基準日が令和３年１０月１日から令和４年９月３０日までの経営

規模等評価結果通知書・総合評定値通知書に記載の土木一式工事の総合

評定値が、１，２００点以上の者 

オ 構成員のうち施工能力及び出資比率が最大の者（出資比率が同等の場

合は、施工能力の大きい者） 

カ 官公庁等で発注され、過去１０年間（平成２６年度以降）に施工が完

了した、次の工事の元請実績を有する者（共同企業体による工事の場合

は、代表構成員としての実績に限ります。） 

土木一式工事で発注された公共下水道（本管）の仕上り内径１，６０

０ｍｍ以上で密閉型シールド工法を用いた工事 

キ 本工事に、一級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する

者であり、土木工事業の監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証

を有する監理技術者を専任で配置できること。ただし、監理技術者の職

務を補佐する者として建設業法第２６条第３項ただし書に規定する者を

当該施工現場に専任で配置するときは、専任であることを要しません。

この場合の監理技術者が兼任できる施工現場の数は２とします。（専任

で配置予定の技術者を施工中の他の工事に配置している場合は、契約締

結日時点で他の工事の完成検査が終了していることとし、兼任で配置予

定の技術者を施工中の他の工事に配置している場合は、契約締結日時点

で完成検査が終了していない施工現場の数が１以下であること。） 

ク 本工事のうち推進工事の施工時において、推進工事技士を専任で配置

できること。（推進工事施工時において他の工事等との重複をしていな

いこと。上記⑷キに掲げる監理技術者と兼務可） 

ケ 上記⑷キ及びクに掲げる者は、代表構成員と直接的かつ恒常的な雇用

関係にあること。（本件入札に係る入札参加資格審査申請書の提出日に

おいて連続３か月以上直接的な雇用関係にある者に限ります。） 

⑸ 第２構成員の資格要件 

第２構成員は、次に掲げる要件を全て満たしていること。 

ア 津市競争入札参加資格者名簿において土木一式工事を希望業種として

登載されている者 

イ 建設業法第３条に規定する特定建設業の許可（土木工事業）を受けて

いる者 



ウ 本市の区域内に本店を有する者 

エ 土木一式に係る格付区分がＡ１の者 

オ 本工事の施工現場に、一級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資

格を有する者を専任で配置できること。（配置予定の技術者が施工中の

他の工事に従事している場合は、契約締結日時点で他の工事の完成検査

が終了していること。） 

カ 上記⑸オに掲げる者は、第２構成員と直接的かつ恒常的な雇用関係に

あること。（本件入札に係る入札参加資格審査申請書の提出日において

連続３か月以上直接的な雇用関係にある者に限ります。） 

３ 入札参加申込書等の配付 

⑴ 配付期間 令和６年４月１日（月）から同月１９日（金）まで 

⑵ 配付場所 津市上下水道管理局上下水道管理課契約財産担当又は津市ホ

ームページ「入札・契約」からダウンロード 

４ 入札参加資格審査申請書等の提出等 

入札参加者は、上記２に定めるところに従い特定建設工事共同企業体を結

成した上、次に掲げるところにより書類等を提出し、本件入札の参加資格の

認定を受けなければなりません。 

なお、提出期間に当該書類等を提出しない特定建設工事共同企業体又は本

件入札の参加資格が認定されなかった特定建設工事共同企業体は、本件入札

に参加することはできません。 

 ⑴ 提出期間 令和６年４月１日（月）から同月１９日（金） 

午後５時まで 

 ⑵ 提出場所 津市上下水道管理局上下水道管理課契約財産担当 

 ⑶ 提出方法 持参によることとし、その他の方法は認めません。 

 ⑷ 提出書類 

  ア 特定建設工事共同企業体入札参加審査申請書 

  イ 特定建設工事共同企業体協定書の写し 

  ウ 使用印鑑届 

  エ 委任状 

  オ 特定建設工事共同企業体構成員の状況調書 

  カ 配置予定技術者等届出書 

  キ 上記２⑷カに規定する施工実績を証する書類（施工実績届出書及び工

事内容等が確認できる書類） 



ク 各構成員の特定建設業の許可証の写し 

ケ 各構成員の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し（審

査基準日が令和３年１０月１日から令和４年９月３０日までのもの） 

コ 配置予定技術者等の資格証の写し 

サ 配置予定技術者等との雇用関係が確認できる書類 

シ 各構成員の営業所専任技術者証明書又は専任技術者一覧表の写し（建

設業許可（更新）申請に必要な専任技術者調書の写し） 

ス 施工計画書 

セ 宣誓書 

⑸ 入札参加資格審査結果の通知 

 ア 入札参加資格の審査結果は、令和６年４月３０日（火）までに代表構

成員に対し、特定建設工事共同企業体資格審査結果通知書により通知し

ます。 

イ 入札参加者は、入札参加資格が認定されなかった場合、特定建設工事

共同企業体資格審査結果通知書を受けとった日の翌日から２日以内に書

面により説明を求めることができるものとします。 

５ 設計図書等の閲覧等 

⑴ 閲覧期間 令和６年４月１日（月）から同年５月１０日（金）まで 

 ⑵ 閲覧場所 津市上下水道管理局上下水道管理課契約財産担当及び津市ホ

ームページ「入札・契約」 

６ 工事の質疑等 

⑴ 施工計画に関する質疑等 

  ア 質問受付 令和６年４月８日（月）正午までに指定の質問書によりＦ

ＡＸ又は持参にて、津市上下水道管理局上下水道管理課契約

財産担当に提出してください。 

なお、ＦＡＸの場合は、質問書の提出期限時刻必着とし、

必ず着信の確認を行ってください。 

  イ 回答方法 令和６年４月１２日（金）までに津市ホームページ「入

札・契約」にて掲載します。また、回答に対する再質問は認

めないため、質問書には質問内容を明確に記載し提出してく

ださい。 

⑵ 見積に関する質疑等 

  ア 質問受付 令和６年４月２４日（水）正午までに指定の質問書により



ＦＡＸ又は持参にて、津市上下水道管理局上下水道管理課契

約財産担当に提出してください。 

なお、ＦＡＸの場合は、質問書の提出期限時刻必着とし、

必ず着信の確認を行ってください。 

  イ 回答方法 令和６年５月２日（木）までに津市ホームページ「入札

・契約」にて掲載します。また、回答に対する再質問は認

めないため、質問書には質問内容を明確に記載し提出して

ください。 

７ 入札方法 

  入札方法は、郵便による入札とし、入札書及び積算内訳書（指定様式に限

ります。）を指定された封筒に封入の上、一般書留又は簡易書留のいずれか

の方法で郵送するものとし、持参は認めません。 

⑴ 入札書の郵送期間  

   特定建設工事共同企業体資格審査結果通知書受領の日から令和６年５月

１０日（金）までに日本郵便株式会社津中央郵便局（以下「津中央郵便

局」）必着とします。 

ただし、津中央郵便局が、令和６年５月１０日（金）のゆうゆう窓口営

業時間のいずれかの時間帯に窓口業務が休止した場合に限り、同月１１日

（土）までに津中央郵便局に到着したものを有効とします。 

 ⑵ 入札書の郵送提出先 

   〒５１４－８７９９ 日本郵便株式会社津中央郵便局留 津市上下水道

管理局 上下水道管理課宛 

８ 開札の日時及び場所 

⑴ 日時 令和６年５月１４日（火）午前９時００分から 

 ⑵ 場所 津市上下水道庁舎２階入札室 

９ 入札保証金 

  入札保証金は免除します。 

10 契約保証金 

  契約の締結の際に契約金額の１００分の１０以上の契約保証金を納付しな

ければなりません。ただし、津市契約規則（平成１８年津市規則第４０号。

以下「規則」といいます。）第２７条第１項に規定する有価証券等又は金融

機関等若しくは保証事業会社との保証委託契約の保証証書を提供することに

より、契約保証金の納付に代えることができます。 



  また、規則第２８条第１項第１号に規定する履行保証保険契約に係る保険

証券又は同項第２号に規定する工事履行保証契約に係る保証証券を提出する

ことにより、契約保証金の納付を免除することができます。 

11 開札の立会い 

  開札に当たり、資格を有すると認められた者の中から立会人２者を選定し、 

該当者に連絡します。 

12 入札の無効 

  次のいずれかに該当する入札は、無効とします。 

 ⑴ 競争入札に参加する資格のない者が入札をしたとき。 

 ⑵ 申請書類等に虚偽の記載があるとき。 

 ⑶ 申請書類等に不備があるとき。 

 ⑷ 適正な代理権限を欠いた者によって手続が行われたとき。 

 ⑸ 入札者が同一事項の入札に対し２以上の入札をしたとき。 

 ⑹ 入札者又はその代理人が他人の入札の代理をしたとき。 

 ⑺ 著しく信義に反する行為をしたとき。 

 ⑻ 入札に際して連合等の不正行為があったとき。 

 ⑼ 入札書に入札者の記名押印のないとき。 

⑽ 入札金額を訂正しているとき。 

⑾ 入札書の日付がない又は特定建設工事共同企業体資格審査結果通知書受

領の日から開札日までの期間内の日付となっていないとき。 

 ⑿ 入札書の記載事項が確認できないとき。 

 ⒀ 入札書に指定された事項が記載されていないとき。 

 ⒁ 指定された郵送方法以外の方法により入札書を提出したとき。 

 ⒂ 入札書が提出期限までに提出されないとき。 

 ⒃ 積算内訳書が同封されていないとき。 

 ⒄ 積算内訳書に入札者の記名押印のないとき。 

 ⒅ 入札金額と積算内訳書の合計金額が異なるとき。 

 ⒆ 意思表示が民法上無効とされる入札をしたとき。 

 ⒇ 開札前において入札参加資格要件を満たさないことが明らかな者が入札 

をしたとき。 

(21) 本市が配付する郵便入札専用の指定封筒等以外の封筒で入札書を郵送し 

たとき。 

  (22) 指定封筒等に指定された事項が記載されていないとき。 



(23) 指定封筒等に記載された件名と同封された入札書の件名が異なるとき。 

(24) 前号までに掲げるもののほか、本市が特に指定した事項に違反したとき。 

13 最低制限価格 

  規則第１２条の規定に基づき、最低制限価格を設けます。 

14 公正な入札の確保 

 ⑴ 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和

２２年法律第５４号）等に抵触する行為を行ってはなりません。 

 ⑵ 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加

者と入札価格又は入札参加意思についていかなる相談も行わず、独自に入

札価格を決定しなければなりません。 

 ⑶ 入札参加者は、開札の前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的

に開示してはなりません。 

15 契約書作成の要否 

  契約書作成は要とします。また、契約条項については、津市工事請負契約 

 約款によるものとします。 

16 その他の注意事項 

 ⑴ 入札書は、入札日（開札日）、共同企業体の名称、各構成員の所在地、

各構成員の商号（名称）、各構成員の代表者氏名、各構成員の印（使用印

鑑届に押印された印）、入札金額、工事名及び工事場所を鮮明に表示して

ください。 

   なお、入札書は、指定した封筒に入れ、開札日時、件名及び差出人名を

記入の上、貼合わせ部分３箇所に封印（代表構成員の印）をしてください。 

 ⑵ 前金払 有 

 ⑶ 部分払 有（２回以内） 

 ⑷ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分

の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があると

きは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入

札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金

額を入札書に記載してください。 

 ⑸ 落札者の決定については、予定価格の範囲内で最低制限価格以上の価格

をもって入札した者のうち、最低価格で入札した者を落札者とします。 

   なお、落札者となるべき同価格の入札者が２者以上あるときは、くじ引



きにより落札者を決定します。 

 ⑹ この入札に係る費用は、すべて入札参加者の負担とします。 

 ⑺ 談合情報、天災その他やむを得ない事由により入札を行うことができな

いときは、入札を延期又は中止することがあります。 

なお、入札の中止等に至った場合においても、見積りに係る費用その他

入札に係る一切の費用は補償しません。 

⑻ この入札に係る談合情報の通報等があったときは、津市入札談合情報処

理要領（平成１８年１月１日施行）に基づき、落札を保留又は取り消す場

合があります。 

 ⑼ 入札をした者は、入札後において、設計図書等（設計図書、図面、仕様

書、関係書類及び現場等）についての不明を理由として異議を申し立てる

ことはできません。 

 ⑽ 本件工事は津市公契約条例（平成２９年津市条例第２２号）第６条の２

第１項に規定する労働報酬下限額の適用案件です。 

   労働環境の確保に係る誓約事項及び令和６年度津市公契約条例労働報酬

下限額運用マニュアルを必ず確認してください。 

 ⑾ 本件工事は週休２日モデル工事（受注者希望型）試行案件です。 

   週休２日モデル工事に係る特記仕様書を必ず確認してください。 

 

担当課（問い合わせ先） 

津市殿村５番地 津市上下水道庁舎２階 

津市上下水道管理局上下水道管理課契約財産担当 

電話番号 ０５９－２３７－５８０３ 

ＦＡＸ  ０５９－２３７－５８１９ 



津市上下水道事業公告第７号 

 次のとおり条件付一般競争入札を執行しますので、地方自治法施行令（昭和

２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び津市契約規則（平成１８年津

市規則第４０号）第４条の規定により公告します。 

  令和６年４月１日 

 

              津市上下水道事業管理者 松 下 浩 己   

 

 別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１ 入札に付する事項 

 ⑴ 工事名  令和６年度下工公補第２号 

        津北部第１４処理分区公共下水道工事 

 ⑵ 工事場所 津市一身田上津部田ほか３町地内 

 ⑶ 工事概要 管布設工（管径１５０～２００ｍｍ） １，３０４ｍ 

組立マンホール工 ３０箇所 

小型マンホール工 ４８箇所 

ます設置工 ７８箇所 

 ⑷ 工期   契約締結日から令和７年２月２５日まで 

 ⑸ 予定価格 １８４，７４０，０００円（税抜き） 

２ 入札方式に関する事項 

⑴ 総合評価落札方式 

   本工事は、公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成１７年法律第

１８号）第３条（基本理念）にかんがみ、津市建設工事総合評価落札方式

試行要領（平成２０年１２月２２日施行。以下「総合評価落札方式試行要

領」といいます。）に基づき、入札時に、価格と価格以外の要素を総合的

に評価して落札者を決定する総合評価落札方式とします。 

  ア 総合評価方式の類型 

    工事成績重視型（総合評価落札方式試行要領第３条第２号） 

  イ 評価項目、評価の内容、配点 

別紙「総合評価落札方式評価項目一覧」のとおり 

ウ 総合評価点の算出 

    加算方式：総合評価点＝価格点（８０点満点）＋価格以外の評価点

（２０点満点） 

価格点の算出方法は以下のとおりとします。 

(ｱ) 入札価格＞低入札価格調査基準価格の場合 

価格点＝８０点×失格基準価格÷｛失格基準価格＋（低入札価格

調査基準価格－失格基準価格）／１０＋（入札価格－低入札価格調

査基準価格）｝ 

(ｲ) 入札価格≦低入札価格調査基準価格の場合 

価格点＝８０点×失格基準価格÷｛失格基準価格＋（入札価格－

失格基準価格）／１０｝ 

エ 評価方法及び落札者決定方法 



    入札が無効でない者のうち、予定価格の範囲内で失格基準価格以上の

者について総合評価点を算出します。総合評価点が最も高い者を落札者

とし、総合評価点が最も高い者が複数ある場合は、開札立会人によるく

じ引きにより決定するものとします。 

    ただし、総合評価点が最も高い者が行った入札が、調査基準価格を下

回った入札であった場合は、落札者の決定を保留し、⑵低入札価格調査

を実施するものとします。 

オ 評価項目算定資料の提出 

  入札参加者は、評価項目算定資料を次のとおり提出し、以下の書類が

揃っているか、作成に関する要件を満たしているか等の確認を受けなけ

ればなりません。 

 (ｱ) 提出期間 資格審査結果通知書受領の日から令和６年５月２日

（木）午後５時まで 

 (ｲ) 提出先  津市上下水道管理局上下水道管理課契約財産担当 

 (ｳ) 提出方法 持参によることとし、その他の方法は認めません。 

(ｴ) 提出書類 提出書類の詳細については、各様式に記載の事項を確

認すること。また、ｂ及びｆの資料において、官公庁等

とは、国の機関（独立行政法人、公団、事業団その他政

令で定める法人を含みます。）、都道府県、市町村等及

びコリンズ登録された公益民間企業（交通（鉄道、空

港）、資源エネルギー（電気、ガス、石油）、通信会社

等）とします。 

   ａ 評価項目算定資料届出書【第１号様式】 

    ｂ 施工実績評価資料（同種・同規模工事施工実績に関する資料）

【第５号様式】、コリンズ登録等の写し 

   ｃ 社会貢献に関する資料（障がい者雇用状況報告書等の写し、労働

安全衛生マネジメント認証等の写し）【添付資料】 

    ｄ 市内本店業者施工率評価資料【別紙様式】 

    ｅ 手持ち工事量評価資料【別紙様式】、コリンズ登録等の写し、経

営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し 

    ｆ 配置予定技術者評価資料（配置予定技術者の同種・同規模工事施

工実績に関する資料）【第６号様式】、コリンズ登録等の写し、

配置予定技術者の資格証の写し、配置予定技術者との雇用関係が



確認できる書類、ＣＰＤについて加盟団体が発行した学習履歴証

明書等の写し 

    ｇ 建設キャリアアップシステム評価資料【別紙様式】、事業者ＩＤ

の写し等 

カ 価格以外の評価点の公表（審査結果） 

    令和６年５月８日（水）に津市ホームページ「入札・契約」にて公表 

キ 審査結果照会 

    令和６年５月１０日（金）までに自らの審査結果について書面により

照会することができます。照会対象項目は、価格点以外の評価項目すべ

てとします。 

 ⑵ 低入札価格調査 

   本工事は、津市低入札価格調査試行要領（平成２０年１２月２２日施行。

以下「低入札価格調査試行要領」といいます。）で規定する低入札価格調

査の対象工事とします。 

   上記２⑴エただし書きにおいて、落札者の決定を保留した場合、総合評

価点が最も高い者を最低価格入札者とし、その者について低入札価格調査

試行要領に規定する低入札価格調査を実施します。なお、あらかじめ低入

札価格調査辞退届を提出した場合は低入札価格調査を実施しません（この

場合、最低価格入札者の入札は辞退となり落札者とはなりません）。 

   低入札価格調査基準価格は、津市契約規則（平成１８年津市規則第４０

号。以下「規則」といいます。）第１２条第１項に規定する最低制限価格

の設定の方法により算出した額とします。 

   低入札価格調査は、低入札価格調査試行要領第７条第２項及び第３項に

基づき実施するものとします。 

   低入札価格調査基準価格を下回った入札を行った者に対して本市から資

料の提出及び事情聴取の協力の要請があった場合は、これに協力すること

とします。 

   なお、低入札価格調査の結果、契約の内容に適合した履行がされないお

それがあると認められる場合には落札者とせず、次順位者を落札者としま

す。この場合において、次順位者が低入札価格調査基準価格を下回った入

札を行った者であった場合には、当該次順位者を最低価格入札者として改

めて低入札価格調査を行うものとします。 

 また、低入札価格調査基準価格を下回って契約する場合、次の事項を適



用します。 

ア 一級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者で、土木

工事業の監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する技術者

を専任で１名追加して工事現場に配置すること。 

イ 契約保証金を契約金額の１００分の３０以上の額とすること。 

ウ 前払金を契約金額の１００分の２０以内の額とすること。 

 ⑶ 重点調査基準価格 

   低入札価格調査基準価格を下回る入札のうち、重点的に低入札価格調査

を実施する場合における重点調査基準価格は、低入札価格調査基準価格に

１００分の９７を乗じて得た額（１万円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てた額）とします。 

 ⑷ 失格基準価格 

   失格基準価格未満の金額の入札は失格とします。 

失格基準価格は、低入札価格調査試行要領別表第１の算出方法により算出

した額（１万円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額）

とします。 

 ⑸ 積算内訳書の判断基準 

   低入札価格調査試行要領第７条第２項に規定する積算内訳書の判断基準

は、入札時に提出された積算内訳書において、低入札価格調査試行要領別

表第２の算出方法により算出した額（１円未満の端数があるときは、その

端数金額を切り捨てた額）以上であることとします。 

３ 入札参加者に必要な資格 

  本件工事の条件付一般競争入札に参加できる者は、本件入札に係る公告日

から契約締結日までの間において、次の各号のいずれにも該当する者とし、

かつ本件入札の参加資格の認定を受けた者とします。 

 ⑴ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に

該当しない者 

 ⑵ 津市建設工事等条件付一般競争入札実施要領（平成１８年１月１日施行。

以下「条件付一般競争入札実施要領」といいます。）第４条第１項に掲げ

る要件を備えている者 

 ⑶ 条件付一般競争入札実施要領第４条第２項各号の一に該当しない者 

⑷ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申

立て、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始



の申立て、破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の

申立て、会社法（平成１７年法律第８６号）に基づく清算の開始又は会

社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１７年法律第８

７号）第６４条の規定による改正前の商法（明治３２年法律第４８号）

に基づく整理開始の申立て若しくは通告がなされていない者であること。

ただし、民事再生法に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法に基

づく更生手続開始の申立てがなされた者であって、手続開始決定の日を

基準日とする経営事項審査（その日以後迎えた決算日を基準日とする経

営事項審査を受けている場合にあっては、当該経営事項審査）の結果に

基づき、建設工事について入札参加資格を認められ、かつ、再生計画又

は更生計画が認可された者を除きます。 

 ⑸ 津市競争入札参加資格者名簿において土木一式工事を希望業種として登

載されている者 

⑹ 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条に規定する特定建設業の

許可（土木工事業）を受けている者 

 ⑺ 本市の区域内に本店を有する者 

 ⑻ 土木一式に係る格付区分がＡ１の者 

 ⑼ 本件工事に、一級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する

者で、土木工事業の監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有す

る監理技術者を専任で配置できる者。ただし、監理技術者の職務を補佐す

る者として建設業法第２６条第３項ただし書に規定する者を当該施工現場

に専任で配置するときは、専任であることを要しません。この場合の監理

技術者が兼任できる施工現場の数は２とします。（専任で配置予定の技術

者を施工中の他の工事に配置している場合は、契約の締結の日時点で他の

工事の完成検査が終了していることとし、兼任で配置予定の技術者を施工

中の他の工事に配置している場合は、契約の締結の日時点で完成検査が終

了していない施工現場の数が１以下であること。） 

 ⑽ 上記⑼に掲げる者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。（本件入

札に係る入札参加申込書の提出日において連続３か月以上直接的な雇用関

係にあるものに限ります。） 

４ 入札参加申込書等の配付 

⑴ 配付期間 令和６年４月１日（月）から同月１２日（金）まで 

⑵ 配付場所 津市上下水道管理局上下水道管理課契約財産担当又は津市



ホームページ「入札・契約」からダウンロード 

５ 入札参加資格審査申請書等の提出等 

 ⑴ 本件工事の条件付一般競争入札に参加を希望する者は、入札参加申込書

等を提出し、入札参加資格の確認を受けなければなりません。 

  ア 提出期間 令和６年４月１日（月）から同月１２日（金） 

午後５時まで 

  イ 提出先  津市上下水道管理局上下水道管理課契約財産担当 

  ウ 提出方法 持参によることとし、その他の方法は認めません。 

 ⑵ 提出書類 

  ア 津市条件付一般競争入札参加申込書 

  イ 土木工事業に係る特定建設業の許可証の写し 

  ウ 審査基準日が令和３年１０月１日から令和４年９月３０日までの経営

規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し 

  エ 配置予定技術者に係る監理技術者資格者証（表・裏）及び監理技術者

講習修了証の写し 

オ 配置予定技術者等との雇用関係が確認できる書類 

カ 営業所専任技術者証明書又は専任技術者一覧表の写し（建設業許可 

（更新）申請に必要な専任技術者調書の写し） 

  キ 施工計画書 

  ク 宣誓書 

⑶ 入札参加資格の審査結果については、令和６年４月２２日（月）までに

文書で通知します。 

６ 設計図書等の閲覧等 

 ⑴ 閲覧期間 令和６年４月１日（月）から同年５月２日（木）まで 

 ⑵ 閲覧場所 津市上下水道管理局上下水道管理課契約財産担当及び津市ホ

ームページ「入札・契約」 

７ 工事の質疑等 

⑴ 施工計画に関する質疑等 

  ア 質問受付 令和６年４月５日（金）正午までに指定の質問書によりＦ

ＡＸ又は持参にて、津市上下水道管理局上下水道管理課契約

財産担当に提出してください。 

なお、ＦＡＸの場合は、質問書の提出期限時刻必着とし、

必ず着信の確認を行ってください。 



  イ 回答方法 令和６年４月１０日（水）までに津市ホームページ「入

札・契約」にて掲載します。また、回答に対する再質問は認

めないため、質問書には質問内容を明確に記載し提出してく

ださい。 

⑵ 見積に関する質疑等 

  ア 質問受付 令和６年４月１６日（火）正午までに指定の質問書により

ＦＡＸ又は持参にて、津市上下水道管理局上下水道管理課契

約財産担当に提出してください。 

なお、ＦＡＸの場合は、質問書の提出期限時刻必着とし、

必ず着信の確認を行ってください。 

  イ 回答方法 令和６年４月２３日（火）までに津市ホームページ「入

札・契約」にて掲載します。また、回答に対する再質問は

認めないため、質問書には質問内容を明確に記載し提出し

てください。 

８ 入札方法 

  入札方法は、郵便による入札とし、入札書及び積算内訳書（指定様式に限

ります。）を指定された封筒に封入の上、一般書留又は簡易書留のいずれか

の方法で郵送するものとし、持参は認めません。 

⑴ 入札書の郵送期間 

適格通知書受領の日から令和６年５月２日（木）までに日本郵便株式会

社津中央郵便局（以下「津中央郵便局」といいます。）必着とします。た

だし、津中央郵便局が、令和６年５月２日（木）のゆうゆう窓口営業時間

のいずれかの時間帯に窓口業務を休止した場合に限り、同月３日（金）ま

でに津中央郵便局に到着したものを有効とします。 

 ⑵ 入札書の郵送提出先 

   〒５１４－８７９９ 日本郵便株式会社津中央郵便局留 津市上下水道

管理局 上下水道管理課宛 

９ 開札の日時及び場所 

⑴ 日時 令和６年５月１４日（火）午前１０時００分から 

 ⑵ 場所 津市上下水道庁舎２階入札室 

10 入札保証金 

  入札保証金は免除します。 

11 契約保証金 



契約の締結の際に契約金額の１００分の１０以上（低入札価格調査対象者

と契約する場合は契約金額の１００分の３０以上）の契約保証金を納付しな

ければなりません。ただし、規則第２７条第１項に規定する有価証券等又は

金融機関等若しくは保証事業会社との保証委託契約の保証証書を提供するこ

とにより、契約保証金の納付に代えることができます。 

また、規則第２８条第１項第１号に規定する履行保証保険契約に係る保険

証券又は同項第２号に規定する工事履行保証契約に係る保証証券を提出する

ことにより、契約保証金の納付を免除することができます。 

12 開札の立会い 

  開札に当たり、資格を有すると認められた者の中から立会人２者を選定し、 

該当者に連絡します。 

13 入札の無効 

  次のいずれかに該当する入札は、無効とします。 

 ⑴ 競争入札に参加する資格のない者が入札をしたとき。 

 ⑵ 申請書類等に虚偽の記載があるとき。 

 ⑶ 申請書類等に不備があるとき。 

 ⑷ 適正な代理権限を欠いた者によって手続が行われたとき。 

 ⑸ 入札者が同一事項の入札に対し２以上の入札をしたとき。 

 ⑹ 入札者又はその代理人が他人の入札の代理をしたとき。 

 ⑺ 著しく信義に反する行為をしたとき。 

 ⑻ 入札に際して連合等の不正行為があったとき。 

 ⑼ 入札書に入札者の記名押印のないとき。 

⑽ 入札金額を訂正しているとき。 

⑾ 入札書の日付がない又は資格審査結果通知書受領の日から開札日までの

期間内の日付となっていないとき。 

 ⑿ 入札書の記載事項が確認できないとき。 

 ⒀ 入札書に指定された事項が記載されていないとき。 

 ⒁ 指定された郵送方法以外の方法により入札書を提出したとき。 

 ⒂ 入札書が提出期限までに提出されないとき。 

 ⒃ 積算内訳書が同封されていないとき。 

 ⒄ 積算内訳書に入札者の記名押印のないとき。 

 ⒅ 入札金額と積算内訳書の合計金額が異なるとき。 

 ⒆ 意思表示が民法上無効とされる入札をしたとき。 



 ⒇ 開札前において入札参加資格要件を満たさないことが明らかな者が入札 

をしたとき。 

(21) 本市が配付する郵便入札専用の指定封筒等以外の封筒で入札書を郵送し 

たとき。 

  (22) 指定封筒等に指定された事項が記載されていないとき。 

(23) 指定封筒等に記載された件名と同封された入札書の件名が異なるとき。 

(24) 前号までに掲げるもののほか、本市が特に指定した事項に違反したとき。 

14 公正な入札の確保 

 ⑴ 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和

２２年法律第５４号）等に抵触する行為を行ってはなりません。 

 ⑵ 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加

者と入札価格又は入札参加意思についていかなる相談も行わず、独自に入

札価格を決定しなければなりません。 

 ⑶ 入札参加者は、開札の前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的

に開示してはなりません。 

15 契約書作成の要否 

  契約書作成は要とします。また、契約条項については、津市工事請負契約 

 約款によるものとします。 

16 その他の注意事項 

 ⑴ 入札書は、入札日（開札日）、入札者の所在地、商号（名称）、代表者

氏名、印（使用印鑑届に押印された印）、入札金額、工事名及び工事場所

を鮮明に表示してください。 

   なお、入札書は、指定した封筒に入れ、開札日時、件名及び差出人名を

記入の上、貼合わせ部分３箇所に封印をしてください。 

 ⑵ 前金払 有 

 ⑶ 部分払 無 

 ⑷ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分

の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があると

きは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入

札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金

額を入札書に記載してください。 

 ⑸ この入札に係る費用は、すべて入札参加者の負担とします。 



 ⑹ 談合情報、天災その他やむを得ない事由により入札を行うことができな

いときは、入札を延期又は中止することがあります。 

なお、入札の中止等に至った場合においても、見積りに係る費用その他

入札に係る一切の費用は補償しません。 

⑺ この入札に係る談合情報の通報等があったときは、津市入札談合情報処

理要領（平成１８年１月１日施行）に基づき、落札を保留又は取り消す場

合があります。 

 ⑻ 入札をした者は、入札後において、設計図書等（設計図書、図面、仕様

書、関係書類及び現場等）についての不明を理由として異議を申し立てる

ことはできません。 

 ⑼ 本件工事は津市公契約条例（平成２９年津市条例第２２号）第６条の２

第１項に規定する労働報酬下限額の適用案件です。 

   労働環境の確保に係る誓約事項及び令和６年度津市公契約条例労働報酬

下限額運用マニュアルを必ず確認してください。 

 ⑽ 本件工事は週休２日モデル工事（受注者希望型）試行案件です。 

   週休２日モデル工事に係る特記仕様書を必ず確認してください。 

 

担当課（問い合わせ先） 

津市殿村５番地 津市上下水道庁舎２階 

津市上下水道管理局上下水道管理課契約財産担当 

電話番号 ０５９－２３７－５８０３ 

ＦＡＸ  ０５９－２３７－５８１９ 

 



津市上下水道事業公告第８号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第２項の規定において準

用する同法第６２条第１項の規定により、三重県知事より亀山都市計画下水道

津市芸濃公共下水道（椋本処理区）の事業計画の変更認可に係る図書の写しの

送付がありましたので、同法第６３条第２項の規定において準用する同法第６

２条第２項の規定により、次の場所において縦覧に供します。 

  令和６年４月９日 

 

              津市上下水道事業管理者 松 下 浩 己 

 

縦覧場所 

 津市殿村５番地 

 津市上下水道事業局下水道工務課 



津市上下水道事業公告第９号 

 三重県知事による亀山都市計画下水道津市芸濃公共下水道（椋本処理区）の

事業計画の変更認可の告示がありましたので、都市計画法（昭和４３年法律第

１００号）第６６条の規定により、次のとおり公告します。 

  令和６年４月９日 

 

              津市上下水道事業管理者 松 下 浩 己 

 

１ 都市計画事業の種類及び名称 

  亀山都市計画下水道津市芸濃公共下水道（椋本処理区） 

２ 施行者の名称 

  津市 

３ 事務所の所在地 

  津市殿村５番地 

４ 事業施行期間 

  平成１３年１０月５日から令和１３年３月３１日まで 

５ 事業地 

⑴ 収用の部分 

変更なし 

⑵ 使用の部分 

変更なし 

 



津市上下水道事業公告第１０号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第２項の規定において準

用する同法第６２条第１項の規定により、三重県知事より津都市計画下水道津

市単独公共下水道（中央処理区）の事業計画の変更認可に係る図書の写しの送

付がありましたので、同法第６３条第２項の規定において準用する同法第６２

条第２項の規定により、次の場所において縦覧に供します。 

  令和６年４月９日 

 

              津市上下水道事業管理者 松 下 浩 己 

 

縦覧場所 

 津市殿村５番地 

 津市上下水道事業局下水道工務課 



津市上下水道事業公告第１１号 

 三重県知事による津都市計画下水道津市単独公共下水道（中央処理区）の事

業計画の変更認可の告示がありましたので、都市計画法（昭和４３年法律第１

００号）第６６条の規定により、次のとおり公告します。 

  令和６年４月９日 

 

              津市上下水道事業管理者 松 下 浩 己 

 

１ 都市計画事業の種類及び名称 

  津都市計画下水道津市単独公共下水道（中央処理区） 

２ 施行者の名称 

  津市 

３ 事務所の所在地 

  津市殿村５番地 

４ 事業施行期間 

  昭和４３年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

５ 事業地 

⑴ 収用の部分 

変更なし 

⑵ 使用の部分 

変更なし 

 



津市教育委員会告示第４号 
 教育委員会を次のとおり招集する。 
  令和６年４月８日 
 

  津市教育委員会教育長 森   昌 彦   
 
１ 招集の日時  

令和６年４月１５日（月） 午前１０時から 
２ 招集の場所  

津市教育委員会庁舎 ４階教育委員会室 
３ 会議の事件  

⑴ 令和６年度津市学校運営協議会委員の任命について 

⑵ 津市いじめ問題対策連絡協議会委員の一部委嘱替え等について 
⑶ 中学校の教科書採択について 

 


